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午前10時０分開議 

 

出 席 議 員（37名） 

２番 渡 辺 正 剛 (国富町・綾町の将来を考える会) 

３番 永 山 敏 郎 （県民連合立憲） 

４番 工 藤 隆 久 （公明党宮崎県議団） 

５番 荒 神   稔 （宮崎県議会自由民主党） 

６番 福 田 新 一 （  同  ） 

７番 本 田 利 弘 （  同  ） 

８番 山 内 いっとく （  同  ） 

９番 山 口 俊 樹 （  同  ） 

10番 下 沖 篤 史 （  同  ） 

12番 黒 岩 保 雄 （  同  ） 

13番 濵 砂   守 （  同  ） 

14番 脇 谷 のりこ （親 和 会） 

15番 松 本 哲 也 （県民連合立憲） 

16番 山 内 佳菜子 （  同  ） 

17番 今 村 光 雄 （公明党宮崎県議団） 

18番 坂 本 康 郎 （  同  ） 

19番 二 見 康 之 （宮崎県議会自由民主党） 

20番 日 高 博 之 （  同  ） 

21番 後 藤 哲 朗 （  同  ） 

22番 佐 藤 雅 洋 （  同  ） 

23番 日 髙 陽 一 （  同  ） 

24番 安 田 厚 生 （  同  ） 

25番 内 田 理 佐 （  同  ） 

26番 川 添   博 （  同  ） 

27番 図 師 博 規 （無所属の会 チームひむか） 

28番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団） 

29番 井 本 英 雄 （自民党同志会） 

30番 岩 切 達 哉 （県民連合立憲） 

31番 重 松 幸次郎 （公明党宮崎県議団） 

32番 坂 口 博 美 （宮崎県議会自由民主党） 

33番 山 下   寿 （ 同 ） 

34番 外 山   衛 （  同  ） 

35番 武 田 浩 一 （  同  ） 

36番 丸 山 裕次郎 （  同  ） 

37番 中 野 一 則 （  同  ） 

38番 山 下 博 三 （  同  ） 

39番 野 﨑 幸 士 （  同  ） 

欠 席 議 員（１名） 

11番 齊 藤 了 介 （宮崎県議会自由民主党） 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

知 事  河 野 俊 嗣 
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財 政 課 長  池 田 幸 優 

教 育 長  黒 木 淳一郎 

警 察 本 部 長  平 居 秀 一 
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○野﨑幸士副議長

ます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、荒

神稔議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○荒神 稔議員

ざいます。県政へつなぐ自由民主党、都城市選

出の荒神稔でございます。本日は、現行の健康

保険証の新規発行が終了となる12月２日でもあ

ります。

それでは、短歌の一つも歌えませんが、魂を

入れて、通告に従い質問いたします。

世界気象機関（ＷＭＯ）によりますと、温室

効果ガスの平均濃度が17年連続で過去最高を更

新していると言われています。このままのペー

スで地球温暖化が進み、永久凍土が融解する

と、蓄積された有機物が分解され、二酸化炭素

やメタンなどの温室効果ガスが放出されること

により、気候変動をさらに加速化させることが

懸念されております。国連は、今世紀末までに

世界の平均気温は最大で3.1度Ｃ上昇するとの見

通しを発表し、さらなる対策の必要性を訴えま

した。

我がふるさと都城市の平均気温も、40年前

の15.8度Ｃから昨年は17.17度Ｃと上昇傾向で、

異常気象や健康被害などのリスクが年々高まっ

ていることを市民へ周知されています。

一方、時代の移り変わりの中で、私たちの魂

が抜け殻にならないことを念じ、地方こそ成長

の主役とし、農林水産業の持続的発展のために

も、変わらなくてはいけない中山間地域におけ

る問題等の一端をお尋ねいたします。

まず、日本一挑戦プロジェクトの取組状況と

今後の進め方について、壇上より知事にお伺い

して、以後の質問は、順次、質問席からお尋ね

いたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

日本一挑戦プロジェクトは、県勢を次なる成

長・飛躍へつなげるため、子育て環境や農林

業、スポーツ環境という本県の強みが生かせる

３つの分野で日本一を目指す取組であり、この

３年間で関連施策を重点的・集中的に展開する

こととしております。

子ども・若者プロジェクトでは、結婚支援コ

ンシェルジュの配置、男性育休の取得促進や不

妊治療費の補助など、出会い・結婚や子育て支

援等の充実・強化を図っております。

また、グリーン成長プロジェクトでは、全国

初の再造林推進ネットワーク設立や、それと一

体となった再造林補助の大幅なかさ上げなど、

循環型林業等の強化に取り組んでおります。

さらに、スポーツ観光プロジェクトでは、ス

ポーツ施設の高質化とともに、総合相談窓口の

開設など世界水準の合宿大会の誘致に向け、新

たな取組を進めております。

これらの事業展開に当たっては、プロジェク

トチームと意見交換を重ね、全庁的に進捗を把

握するとともに、来年度に向けては、さらに実

効性を高める施策の構築を指示しており、引き

続き力強くプロジェクトを推進してまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

御答弁ありがとうございま○荒神 稔議員

す。

日本一挑戦プロジェクトの着実な推進のため

に、若者・女性を重視した人口減少対策の強化

と持続可能な未来に向けた基盤づくりでは、こ

れまでにない取組を含むものと明記してあるこ

令和６年12月２日(月)
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令和６年12月２日(月)

とからお尋ねいたします。

みやざき結婚サポートセンターについて伺い

ます。

2023年度の全国の婚姻数は48万9,000余の組数

で、90年ぶりに50万組を割ったとあります。

みやざき結婚サポートセンターにおける会員

数や成婚数などの状況と会員数増に向けた取組

について、福祉保健部長にお伺いいたします。

みやざき結○福祉保健部長（渡久山武志君）

婚サポートセンターにおける令和６年10月末時

点の会員数は、男性が464名、女性が402名の合

計866名となっております。

結婚支援の実績としましては、平成27年８月

の開設からこれまでの９年間で、約5,300組のお

引き合わせを行いまして、交際につながりまし

たのは約2,000組、そして成婚まで至りましたの

は156組となっております。

また、会員数の増加を図りますため、今年度

は、20代と30代限定での入会登録料半額キャン

ペーンや、民間の結婚相談所などと連携した個

別の相談会、会員が相談しやすくなるよう本セ

ンター内に個室をつくる改修などに取り組んで

おります。

海外のインドでは、今でもお○荒神 稔議員

見合い結婚がほとんどで、そのお見合いも、双

方の両親が、家庭環境、価値観等も含め、お互

い子供たちの将来が幸せであることを願い、決

めるそうです。また、離婚もほとんどないと語

られています。

次に、不妊治療費支援事業の取組についてお

尋ねいたします。

国は、こども未来戦略として、児童手当の拡

充、高等教育費の負担軽減や保育の充実などに

取り組まれていますが、2023年の合計特殊出生

率は全国平均1.20であり、人口を長期的に維持

するには2.07が必要とされ、将来の地方が「静

かなる有事」として消滅可能性自治体を指摘さ

れ、今後の社会保障制度維持の困難さと担い手

不足等が懸念されています。

それでは、不妊治療費支援事業の取組状況に

ついて、福祉保健部長にお伺いいたします。

不妊治療費○福祉保健部長（渡久山武志君）

支援事業は、体外受精などの特定不妊治療を受

けた方に対しまして、保険適用後の自己負担額

について上限９万円、また保険診療と組み合わ

せて実施されました先進医療に対しまして、上

限10万円を助成するものであります。

県では、市町村や医療機関などに対する事業

の周知と利用促進への協力依頼を行っておりま

して、昨年度の助成件数は、11月からの５か月

間で605件、今年度は10月末の時点で940件と

なっております。

今後とも、事業の効果を検証しながら、関係

機関と連携して、不妊治療を受けられる方々へ

の支援を行ってまいります。

次に、ゼロカーボン社会実現○荒神 稔議員

についてお尋ねいたします。

国は、2013年度を基準に、温室効果ガス

を2030年度までに46％削減することを目指し、

本県は50％を目指す計画ですが、ゼロカーボン

社会実現に向けた2030年度の削減目標達成に対

する知事の思いと取組についてお伺いいたしま

す。

気象庁によりますと、○知事（河野俊嗣君）

日本では年平均気温が長期的に上昇し、特

に1990年代以降、高温となる年が増えており、

中でも昨年は、年平均気温が統計開始以来、最

も高い値となり、これには地球温暖化が影響し

ているとされております。

地球温暖化による様々なリスクは、先ほど議
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員からも御紹介いただいたとおりであります

し、今後さらに気象災害のリスクが高まり、私

たちの暮らしにも大きな影響を及ぼすおそれが

ありますことから、温室効果ガスの削減は、将

来世代に対する我々の責務であると考えており

ます。

このため県では、削減目標の達成に向けた

ロードマップを作成し、太陽光発電設備や蓄電

池等の県有施設への率先導入をはじめ、個人や

事業者を対象とした太陽光発電や省エネ設備の

導入支援など、脱炭素の推進に取り組んでいる

ところであります。

ゼロカーボン社会の実現に向けては、家庭や

事業所において、一人一人が自分事として取り

組むことが重要でありますので、さらなる意識

の醸成を図り、必ず実現させるという強い思い

を持って取り組んでまいります。

温室効果ガス削減には、太陽○荒神 稔議員

光発電や省エネ設備の導入支援等に取り組み、

また、一人一人が自分のこととして取り組むこ

とが重要であるという内容の答弁でした。

次に、ＥＶ（電気自動車）等の導入促進に向

けた県の方針、取組について伺います。

脱炭素社会の実現に向けて、ＥＶ等の導入促

進を図ることが必要と考えますが、県としてど

のように取り組んでいかれるのか、環境森林部

長にお尋ねいたします。

本県は、人○環境森林部長（長倉佐知子君）

口1,000人当たりの自動車保有台数が全国７位と

多いことから、脱炭素社会の実現に向けては、

家庭や事業所において、環境性能に優れたＥＶ

等の電動車への転換を図ることも有効な取組の

一つであります。

このため県では、県内事業者を対象とした充

電設備等の設置補助や、運送事業者に対するＥ

Ｖの購入補助を行うとともに、県の公用車にお

いても、電動化が可能な車両について、率先し

て電動車の導入を進めております。

また、国においても、グリーン成長戦略によ

り、自動車の電動化や充電インフラ等の整備を

進めておりますので、国の取組状況を踏まえ、

引き続き、ＥＶ等の導入に向けた機運醸成や普

及促進を図ってまいります。

先ほども申し述べました、一○荒神 稔議員

人一人のこととして、今からは一般用の充電ス

タンド設置の促進を図ることも必要だと思いま

す。

県の担当課の話によりますと、県公共施設等

への一般用の充電スタンド設置については、現

在のところ計画がないという説明でございまし

た。知人にもＥＶ購入を勧めますが、まだ充電

スタンドの設置箇所が少ないため不安があり、

購入に進まない理由の一つでもありました。

政府は、2035年までにガソリン車の新車販売

を禁止することを目指しています。都城市の環

境政策課では、業者との連携協定に基づき、中

山間地域も含め、今年度15施設32基を設置され

たことから、今後、大変役に立つんじゃないか

なと思います。県の充電設備設置計画に期待し

て、次の質問に行きます。

脱炭素に向けた取組についてです。

産学官と県民が一丸となって再造林に取り組

む「宮崎モデル」についてお尋ねいたします。

昨年の杉丸太生産量は、本県が33年連続日本

一であり、再造林日本一を目指すには、木材の

需要拡大が必要不可欠です。

木材の需要拡大を図るためには、まず、県が

率先して取り組むべきと考えますが、県有施設

など建築物の木造化・木質化の取組について、

環境森林部長にお伺いいたします。
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県では、宮○環境森林部長（長倉佐知子君）

崎県木材利用促進条例及び基本方針において、

県有施設への県産材の活用をうたっており、副

知事をトップとする庁内の委員会において、全

庁的に木造化・木質化の取組を推進しておりま

す。

近年では、県総合運動公園の屋内走路や新県

体育館において、県外企業が特許を持つ特殊な

工法ではなく、県内で生産可能な一般流通材を

使用した木造トラスを採用するなど、県内企業

が施工できる工法での木造化に取り組んでおり

ます。

また、木造マイスターや林業・木材産業の関

係者が連携する「みやざき木の建築推進協議

会」においては、こうした県の事例も参考に、

保育園や商業施設など民間建築物の木造化・木

質化に取り組んでいくこととしております。

保育園や商業施設など民間建○荒神 稔議員

築物の木造化・木質化に取り組む内容でありま

した。

提言として、宝くじの社会貢献広報事業があ

りますことから、コミュニティー活動の集会施

設整備等にも木造化・木質化が推進される取組

も必要と私は思っています。

一方、2025年、来春は花粉が大量に飛散する

おそれがあると、気象会社が発表されていま

す。森林・林業白書では、杉人工林の伐採や花

粉の少ない苗木への植え替えの加速化により、

花粉の発生源となる杉人工林を10年後に２割減

らすという目標が語られています。

二酸化炭素の吸収量を増やすには、30年、40

年後の将来を見据えた森林の育成の取組が必要

だと思っております。

それでは次に、森林の集積・集約化につい

て、どのように取り組んでいるのか、環境森林

部長にお尋ねします。

森林を適切○環境森林部長（長倉佐知子君）

に管理していくためには、経営意欲のある林業

事業体への所有権移転を進めるなど、森林の集

積・集約化を図っていくことが重要でありま

す。

このため県では、これまで市町村が行う森林

経営管理制度の取組を支援するとともに、今年

度からは、林業事業体が森林を取得する際の不

動産登記費用の一部を、市町村と連携して支援

する取組を進めております。

また、えびの市では、森林を手放したい所有

者の情報を、承諾を得た上で林業事業体に提供

し、所有権移転につなげる取組も行われていま

す。

県としましては、こうした事例の共有や森林

経営管理制度の推進など、市町村と連携を図り

ながら、今後とも森林の集積・集約化に取り組

んでまいります。

市町村と連携して、森林経営○荒神 稔議員

管理制度の推進等に取り組む内容でございまし

た。

それでは次に、地籍調査の取組についてお尋

ねいたします。

所有者不明土地の解消狙いで、今年４月から

土地など不動産の相続登記が義務化されまし

た。

このことを踏まえ、地籍調査事業は、土地を

動かす上で一番重要な基礎となるものでありま

す。一日も早い調査の完了が必要なことから、

本県における地籍調査の現状と取組について、

農政水産部長にお伺いいたします。

地籍調査の県○農政水産部長（殿所大明君）

全体の進捗率は、令和５年度末で74％であり、

市町村別では、三股町をはじめ、11町村で完了
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しております。現在、宮崎市をはじめ、15市町

村で実施しておりますが、完了していない調査

区域の約７割が、山間部などの林地に集中して

いる状況であります。

このため、効率的に林地の調査を進める新た

な取組として、航空機やドローンなどを用いて

測量し、図面上で境界確認を行うことができる

リモートセンシング調査を推進しており、これ

までに５つの市町村で実施したところです。

県としましては、必要な予算を国に要望する

とともに、新たな技術や手法を取り入れなが

ら、市町村や関係機関と連携し、地籍調査を進

めてまいります。

地籍調査は、災害発生時の早○荒神 稔議員

期復旧・復興や公共事業の効率化にも欠かせな

い事業ですので、関係市町村と連携して、早急

に進めることを期待しておきます。

次に、畑地かんがい用水ダムの小水力発電推

進について伺います。

都城盆地土地改良区について少し紹介しま

す。国営・県営事業で造成された畑地かんがい

施設を長期にわたり適正に維持管理し、安定的

な水供給の確保に努めるために、受益農家の皆

さんで組織される都城盆地土地改良区が、平

成20年２月８日に設立されました。組合員数は

約8,500人、受益面積約3,900ヘクタール、県内

最大規模の土地改良区であります。

また、木之川内ダムの小水力発電開発につい

て紹介しますと、九州農政局都城盆地農業水利

事業所において、過去に小水力発電の採算性検

討から始まり、県はもとより、九州電力等との

度重なる協議から、宮崎県企業局が今年度、都

城市と都城盆地土地改良区に木之川内ダムにお

ける小水力発電開発の可能性について意向確認

を行うとともに、過去に実施されましたポテン

シャル調査の再評価を行っておりますが、今後

の計画に向けた考えを企業局長にお伺いいたし

ます。

御質問の木之川内○企業局長（松浦直康君）

ダムは、過去に地元の土地改良区におきまし

て、小水力発電の開発を検討されましたが、送

配電線につなぐ系統連系の費用負担が大きいこ

とから、開発を断念した経緯があると伺ってお

ります。

しかし、昨年度、系統連系に関する規制緩和

が行われ、コスト縮減の可能性が出てきたこと

から、今年度、企業局においてポテンシャルの

再評価を行っているところです。

その結果、事業性があると判断された場合、

まずは地元による開発の意向を再度確認するこ

ととしておりますが、その意向がない場合に

は、企業局の経営状況やカーボンニュートラル

に向けた政策等を踏まえながら、当局として対

応できるか具体的に検討してまいります。

具体的に検討されることに感○荒神 稔議員

謝いたします。

それでは次に、中山間地域の少子高齢化によ

る課題についてお伺いいたします。

食料・農業・農村基本法が制定された1999年

以降、農業者は減少し、耕作放棄地は増え、食

料自給率は下がり、中山間地域では、少子高齢

化により、担い手不足や将来の農地等の管理を

懸念する相談が年々増えている現状でありま

す。

中山間地域では担い手が減少し、遊休農地面

積が県全体で令和４年は約1,500ヘクタールある

と聞いております。都城市の令和５年の遊休農

地面積は、農地面積１万3,058ヘクタールに対し

て、555ヘクタールと伺いました。

中山間地域において、農地の遊休化を防止す
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るために、企業参入により担い手を確保するこ

とが重要と考えますが、県の考えを農政水産部

長にお伺いいたします。

中山間地域で○農政水産部長（殿所大明君）

は、担い手の減少に加え、農地が分散し、条件

が不利な場合も多いことから、農地の遊休化が

懸念されております。

このため、中山間地域をはじめとする担い手

が不足する地域においては、企業等の地域外の

担い手を呼び込むことと、担い手が参入しやす

い農地を準備することが大変重要であると考え

ております。

県では現在、市町村が主体となった企業参入

の受入れ体制の検討や、農業会議等と連携した

企業参入フェアへの出展など、誘致活動に積極

的に取り組んでいるところです。

また、農地バンクが農地を一定期間、保全管

理した上で、法人等に貸し出すスタンバイ農地

事業にも取り組んでおり、担い手と農地の取組

を一体的に進めながら、農地の利活用を推進し

てまいります。

国営・県営事業で畑地かんが○荒神 稔議員

い整備されている優良農地を、遊休化させない

ことが最も重要ではないかと私は思っておりま

す。県では、県下の畑地かんがい整備農地の遊

休農地等の面積を把握されていませんでしたの

で、今後、把握されるよう要望しておきます。

昨年４月に始まった農地や宅地などの相続土

地国庫帰属制度では、申請件数の中で、農地の

申請が４割を占めて最多であったと報じられて

います。相続放棄が年々増え、2022年は、全国

の家庭裁判所で過去最多の26万余の件数が受理

されております。農地価格は、田畑とも29年連

続の下落続きであるようです。

それでは、土地改良区施設設備等の老朽化に

より、電気料金の高い賦課金で耕作されている

巣立土地改良区の問題解決として、土地改良区

の今後の施設管理について、県の考えを農政水

産部長にお伺いいたします。

土地改良区の○農政水産部長（殿所大明君）

施設については、老朽化が進む中、組合員の減

少・高齢化などにより、維持管理が難しくなっ

てきております。

お話のありました巣立土地改良区について

も、担当者が10月に現地に赴き、施設の調査を

行うとともに、改良区の皆様から直接意見をい

ただいたところです。

県としましては、土地改良区を支援するた

め、関係機関が行う施設点検などに対して技術

的助言を行うほか、施設の更新に係る事業を提

案するとともに、多面的機能支払交付金による

施設の長寿命化などを推進しております。

今後も市町村などと連携し、土地改良区や農

家の意向に寄り添いながら、施設管理の負担軽

減を進めてまいります。

土地改良区の農家の意向に寄○荒神 稔議員

り添い、施設管理の負担軽減を進める内容だっ

たと思います。

一方、農水省は、食料・農業・農村基本計画

の策定に向け、環境保全や農村振興の課題で

は、高齢化に伴い、草刈りや水路管理等の共同

活動が難しいことを踏まえ、農業インフラを維

持するために新たな仕組みが必要と語られてい

ます。

このことから、全ての土地改良区に新たな取

組を検討していただいて、次に、本県の工業・

農業・福祉等の職業系専門高校等における県内

就職についてお伺いいたします。

子ども・若者プロジェクトを強化するために

柱に据えたのが、若者・女性を重視した人口減
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少対策の強化であります。

工業・農業・福祉等の職業系専門高校等にお

ける県内就職率及び就職した高校生の第１次産

業への就職率について、商工観光労働部長にお

伺いいたします。

宮崎労働○商工観光労働部長（川北正文君）

局が公表している、令和５年３月末時点の県内

の高校別の就職者数に係るデータを基に算出し

ますと、工業・農業・福祉等の職業系専門高校

等における県内就職率は、令和５年３月卒の生

徒で62.5％となっております。

また、文部科学省が公表している、令和５年

５月１日時点の学校基本調査によりますと、令

和５年３月卒の県内高校生で就職した者のう

ち、第１次産業である農業、林業、漁業に就職

している割合は1.8％となっております。

第１次産業である農業、林○荒神 稔議員

業、漁業に就職している県内の割合は僅か1.8％

であり、第１次産業の今後の担い手不足等を再

確認いたしました。

それでは、地元で即戦力が期待できる県立の

職業系専門高校における自動車学校への入校時

期について、教育長にお尋ねいたします。

多くの県立高校に○教育長（黒木淳一郎君）

おきましては、就職や進学などの進路実現のた

め、学業を優先し、また、進路指導の時期を確

保するため、校則等において自動車学校への入

校時期を定めております。

今年度の調査によりますと、県立の職業系専

門高校での入校時期は、10月が２校、11月が10

校、12月が３校となっており、ここ数年来、自

動車学校への入校時期を早めてきております。

自動車学校への入校条件や入校時期は、校長

の判断により、各学校の状況に応じて定めてお

りますが、生徒の実情を踏まえて、不利益を被

ることがないよう柔軟に対応しております。

柔軟に対応するという内容○荒神 稔議員

だったと思いますが、やはり本県は交通体制の

乏しい県でございますので、第１次産業等で即

戦力となる人材の確保が求められることや、ま

た、教習所より、教習所の受入れ体制や働き方

改革についての要望等が提出されると聞いてお

ります。そのような中で、柔軟な対応をよろし

くお願いいたします。

次に、本県の孤独死の現状と独り暮らしの高

齢者への取組についてお伺いいたします。

孤独死、孤立死について、今年１月から６月

に自宅で死亡した一人暮らしの人は、全国で３

万7,000人余であります。そのうち、65歳以上が

２万8,000人余の76.1％だったと報じられていま

す。

県警の令和５年における65歳以上の独り暮ら

しの方の検視件数は531件で、令和元年の380件

に比べて約４割増加し、10年前の1.7倍と言われ

ています。また、県内の65歳以上の独居世帯

は、2005年の４万7,000人余りから2020年では７

万人余りで、1.5倍であるようです。

今後の社会づくりとして、独居高齢者を支え

る仕組みが必要不可欠なことから、人口減少と

同時に、高齢者の独居世帯が増加の一途である

現状を踏まえ、中山間地域の独り暮らしの高齢

者に対して、どのような支援が行われているの

か、福祉保健部長にお伺いいたします。

独り暮らし○福祉保健部長（渡久山武志君）

の高齢者は、全県的に増えておりますけれど

も、特に中山間地域では、高齢化の進展も早

く、独り暮らしの高齢者に対する生活に係る

様々な支援が、今後ますます重要になると考え

ております。

このような中、市町村では、生活支援コー
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ディネーター等によりまして、買物や通院な

ど、高齢者の日々の困り事を地域で解決する共

助の仕組みづくりが行われておりますほか、県

社会福祉協議会では、市町村社会福祉協議会と

連携して、高齢者の日常生活支援や身元保証等

を行うための検討を進めております。

近年、高齢者の生活支援等のサービスを行う

民間事業者が増加していることなども踏まえま

して、今後、県としても、県社会福祉協議会で

の検討状況などを参考に、必要な支援の在り方

を研究してまいります。

部長答弁の内容は、やはり理○荒神 稔議員

想であり、現状では大変厳しいものがあろうか

と思っております。

日本は、これまで家族依存型福祉国家と呼ば

れ、介護・育児などで家族の役割が大きいとさ

れてきましたが、家族の形の変化で、人口問題

研究所によりますと、約40数年前の1980年で

は、夫婦と子供の家庭が42.1％、一人暮らし

が19.8％、2020年では、夫婦と子供の家庭

が25.2％、一人暮らしが38％、2050年の推計で

は、夫婦と子供の家庭が21.5％、一人暮らし

が44.3％と推計されています。１世帯の家族人

数が９年後には初めて２人を下回るとの推計も

お聞きします。

中山間地域では、高齢者が高齢者を支援して

いる現在において、独り暮らし高齢者の日常生

活での不安について意見が一番多かった内容

は、「健康や病気のこと」が約６割、次に「寝

たきりや体が不自由になり、介護が必要な状態

になること」が約４割でした。高齢者は、それ

ぞれ不安を抱きながら生活されております。

そのような状況の中で、中山間地域の県管理

道路についてお伺いしますが、県管理道路にお

いて、地域住民が草刈り等のボランティア活動

を行うに当たり、この活動を支援する制度につ

いて、県土整備部長にお伺いいたします。

県管理道路に○県土整備部長（桑畑正仁君）

おきましては、地元住民の皆様が行うボラン

ティア活動への支援として、平成22年度より道

路愛護活動支援事業を実施しております。

具体的には、協定を締結した団体による草刈

りや植栽帯の管理、花植え、道路のごみ拾い等

の活動に対して、活動奨励金や清掃用具の支給

などを行っており、現在225団体に登録いただい

ております。

今後とも、県庁ホームページや広報紙への掲

載等、さらなる周知に努め、道路愛護の機運醸

成を図るなど、県民との協働による「美しい宮

崎づくり」に向けた沿道景観の保全に取り組ん

でまいります。

先ほど申しましたように、中○荒神 稔議員

山間地域は高齢化が進み、かつてはいろいろと

ボランティア制度もあったわけですけれども、

今回の質問は、高齢者の対応を重視していただ

きたい、そして、道路管理ができない状況も

迫っているという内容でございました。

それでは、高齢者の独り暮らし解決や後継者

育成のために、中山間地域の農振除外について

お伺いいたします。

家族が県内にいても、そのつながりが機能し

ていなくて、中山間地域では、若者の流出によ

り、高齢者の見守りや地域の伝統行事や農地管

理等の活動が困難な現状です。

若い世代が地域に居住することで解決でき、

高齢の親元に寄り添うため新築計画をしても、

農振法が厳しくあり、農地を守るために農振法

が必要であるということは十分理解しておりま

すが、遊休農地が増え続ける現在において、条

件付でも、時代とともに状況に合った法律の一
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部改正をしてほしいという地域の声がありま

す。また、農地が違法転用され、原状回復がほ

とんどなく、追認許可された事例が多くあると

聞いております。

年老いた親の面倒や地元に住みたい若い世代

の方々、あるいは独り暮らしで寂しい思いをし

ている高齢者の「家族が近くにいたら安心でき

る」という地域の声を、２年前、都城市議会

で、中山間地域に居住する高齢者のささやかな

願いから、意見書を賛成多数で提出した経緯も

あり、今回こうしてお尋ねするものです。現在

の農振法、昭和44年制定の農業振興地域の整備

に関する法律の一部改正を望む声であります。

農用地区域からの除外に関する要件緩和が必

要と考えますが、県が要件を緩和することはで

きないのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

農用地区域内○農政水産部長（殿所大明君）

の農地を転用目的で除外するには、農業振興地

域の整備に関する法律に定める要件を全て満た

す必要があります。

これらの要件は、農業の最も基礎的な生産基

盤である優良農地の確保を図る等の観点から、

全国一律で定められたものであり、県の裁量で

緩和することは難しいと考えております。

一方で、希望する農地の除外ができない場合

でも、近隣の農地では可能な場合もあるため、

まずは、除外の判断を行う市町村に対して、十

分に相談していただくことが重要と考えており

ます。

県としましても、市町村からの農振除外の協

議に当たりましては、引き続き、関係法令に

のっとり、案件ごとに計画の内容や立地の状況

等を丁寧に確認し、適切に対応してまいりま

す。

このことは、過去に県議会で○荒神 稔議員

も多くの議員が質問されています。法律改正の

問題ですので、県の裁量で緩和することは難し

いという答弁内容であります。このことは理解

しておるわけですけれども、農地を守る決まり

よりも、農地を遊休化させず、農地を耕作して

農地活用を守ることが大切だと私は思います。

地域からの農振法一部改正の必要性の声を、今

後も機会があるたびに要望してまいります。

それでは次に、華やかな質問をしてまいりま

す。宮崎国スポ・障スポについてです。

まず、宮崎国スポ・障スポのイメージソング

についてお伺いいたします。

県民が様々な場面で耳にし、親しんでいただ

けるよう、教育委員会や市町村等との連携を図

り、計画的に普及を進めるとのことを確認して

おりますが、イメージソングを普及させるため

に、今後どのように取り組んでいくのか、知事

にお伺いいたします。

大会イメージソング○知事（河野俊嗣君）

「ひなたのチカラ」は、宮崎国スポ・障スポに

向けて徐々に機運を盛り上げていくために、段

階的・計画的に制作・普及を進めております。

具体的には、昨年６月に歌詞、10月に曲と

いったように順次公募を実施し、今年７月の正

式な開催決定を受けた９月の実行委員会の設立

のタイミングに合わせて、市町村長や各団体の

代表者等約300名の前でお披露目を行いました。

私は、この曲は、まさに「ひなた」のような

明るさ、元気が伝わる華やかな曲でありまし

て、キャッチーなメロディーも含めて、とても

親しみやすい曲に仕上がっているのではないか

という印象を受けております。

先月は、宮崎、延岡、都城の商業施設におい

て、大会の開催決定イベントの実施に合わせ、
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多くの皆様に生演奏をお聞きいただくととも

に、新たに制作したイメージソングのダンスと

体操等を公開したところであります。現在、学

校の体育などの授業や運動会、イベント等、

様々な場面で活用されるよう取り組んでいると

ころであります。

さらに、カラオケでの配信準備も進めており

まして、３年後に向け、市町村や関係団体と一

層連携しながら、県民の皆さんが様々な場面で

耳にする機会を計画的につくり、親しんでいた

だくことで、大会の本番に向けて機運醸成につ

なげてまいります。

知事がおっしゃったとおり、○荒神 稔議員

私もすばらしい歌だなと、全ては歌えません

が、ワンフレーズぐらいはというふうに考えて

いるんですが、ただ、県民がそのようになるに

は、耳にすることが大事なことでありまして、

県では電話の取次ぎのときに流れるが、県の出

先機関のほうでは、まだ浸透していないような

感じです。やはり３年後ですから、早い、遅い

じゃなくて、早いほど、今、知事のおっしゃっ

たように、機運は高まるのかなと思っておりま

す。３年後に向けて、県民の機運醸成につなが

るような計画的な取組を期待しております。

それでは次に、山之口運動公園内に整備中の

新陸上競技場のネーミングライツについて、教

育長にお伺いします。

前回２月の答弁では、命名権の効果が最大限

に発揮できるよう、令和６年度に速やかに準備

を進めるということでありました。

今月完成し、来年４月に供用開始予定の新陸

上競技場については、今年６月から、県のホー

ムページなどでスポンサー企業の募集が行われ

たかと思います。

今回の募集に当たっては、県所管の新陸上競

技場に加え、都城市が所管する補助競技場や運

動公園全体にもネーミングライツが導入される

とお聞きしております。公園全体や各施設それ

ぞれの愛称を、県と市が協働して募集を行った

と聞いておりますが、いよいよ県陸上競技場の

完成も間近に迫ってきたところでございます。

ネーミングライツの選定の状況について、教

育長にお尋ねいたします。

県有スポーツ施設○教育長（黒木淳一郎君）

におけるネーミングライツ制度は、施設の安定

的な運営の確立、県民の皆様への良好なスポー

ツ環境の提供や「スポーツランドみやざき」の

推進に大きく寄与しております。

県山之口陸上競技場のスポンサー企業につき

ましては、都城市が所管する補助競技場等とと

もに、今年６月から募集を開始し、県ホーム

ページや新聞、テレビ、ラジオでの告知、企業

への訪問等を行ってまいりました。現在、候補

企業と調整を継続しているところであり、今

後、有識者による選定委員会等を経まして、年

明けには決定することとしております。

県の陸上競技場と都城市の補○荒神 稔議員

助競技場等に名称が取り入れられるという説明

でありました。年明けに決定されるという答弁

でしたので、すばらしい年明けが来るのかなと

いうふうに期待しております。

次に、陸上競技場完成に伴う式典・イベント

開催計画についてお伺いします。

県陸上競技場の供用開始に伴い、どのような

イベントが開催されるのか、宮崎国スポ・障ス

ポ局長にお伺いいたします。

来○宮崎国スポ・障スポ局長（山下栄次君）

年４月の陸上競技場の供用開始に当たりまして

は、地元都城市や施設の利用団体等の関係者を

招いて、テープカットやネーミングライツ企業
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の命名権証授与などを行うオープニングセレモ

ニーを開催する予定です。また、セレモニー終

了後には、県民向けの見学会を開催し、地域の

方々にも、競技場への理解を深め、親しみを

持っていただきたいと考えております。

本施設は、日本陸上競技選手権大会が開催可

能な第一種陸上競技場の検定を来年２月に受け

る予定であり、収容人員は約１万5,000人で、ナ

イター設備も備えた本県を代表する新たな施設

になることから、全国にＰＲできるよう、宮崎

国スポ・障スポの開催だけでなく、ラグビーの

国際試合等、大規模大会の誘致に向け、関係部

局や都城市、競技団体等と連携してまいりま

す。

次に、宮崎国スポ・障スポ開○荒神 稔議員

・閉会式の交通対策についてお伺いします。

民間推計によりますと、トラック運転手

が2030年度に全国で36％不足すると発表されて

おります。本県は41％の不足が見込まれていま

す。県内の個人タクシーも10年前から約50人減

少し、人材不足が課題と言われています。

地域の声として、国スポ・障スポの参加者が

安心して開・閉会式に参加できるよう、今後ど

のように輸送・交通対策に取り組まれるのか、

宮崎国スポ・障スポ局長にお尋ねいたします。

国○宮崎国スポ・障スポ局長（山下栄次君）

スポの総合開・閉会式は、一般的に定員が設け

られた事前申込制となっており、宮崎国スポに

おける参加者の輸送交通対策については、これ

まで輸送手段ごとの輸送量推計をはじめ、様々

な調査を行ってまいりました。

今年度は、それらの調査結果に基づき、選手

等を宿舎から輸送する計画バスや観覧者等を臨

時駐車場から輸送するシャトルバス、ＪＲの活

用等を組み合わせた輸送計画の策定に取り組ん

でおります。

また、臨時駐車場の必要台数を確保するた

め、近隣の土地所有者への協力依頼を進めてお

りますほか、議員御指摘の2024年問題によるド

ライバー不足やバス確保の課題に対応するた

め、九州各県のバス協会を訪問し、協力要請を

行ったところです。

今後も、安心して開・閉会式に参加してもら

えるよう、円滑な輸送・交通対策を計画的に進

めてまいります。

申込みが必要ということで、○荒神 稔議員

混雑もある程度緩和されるのかなと思っており

ます。万全に万全な「宮崎のおもてなしの心」

での開催を願っています。

それでは次に、志に勇気を持ってお尋ねいた

します。天皇陛下の都城島津邸御訪問について

お尋ねいたします。

都城島津家を少し紹介しますと、約670年

前、1352年12月12日に、鹿児島から私のふるさ

と都城市山田町中霧島にある薩摩迫の地に移ら

れ、ここからが都城島津の始まりです。

昭和天皇皇后両陛下は、昭和48年４月８日に

小林市で行われた全国植樹祭の祭典終了後、山

之口県老人特別養護ホームから16時15分に島津

邸に到着され、翌９日に西都城駅から御用列車

で帰京されております。「民間人の家庭にお泊

まりになるのは珍しい」と言われた島津邸への

御宿泊でありました。

皇后陛下は、島津宗家とも親戚関係にあるこ

と、島津久厚氏の夫人と両陛下の第１皇女、照

宮成子様が学習院の同級生ということもあり、

決まったらしいと書き記されてあります。

御来県が期待される天皇皇后両陛下の御視察

において、都城島津邸を御訪問していただきた

いのですが、知事のお考えをお聞かせくださ
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い。

国民スポーツ大会は、○知事（河野俊嗣君）

天皇皇后両陛下が地方にお出ましになる地方行

幸啓の一つでありまして、総合開会式への御臨

席のほか、競技の御覧や地方事情の御視察が恒

例となっております。

御紹介いただきましたように、同じく地方行

幸啓の一つである全国植樹祭が昭和48年に小林

市で開催された際、昭和天皇皇后両陛下は都城

市にある現在の都城島津邸に宿泊されており、

両陛下がお泊まりになった部屋や浴室、休憩

室、御使用になった道具類が保存されておりま

す。

県としましては、天皇皇后両陛下が御来県い

ただける場合には、大会に伴う日程等も踏まえ

ながら、御覧になられる競技や御視察先につい

て宮内庁に提案するとともに、万全の体制でお

迎えできるよう準備を進めてまいります。

県議会でも、県北の高千穂、○荒神 稔議員

県西の高原、小林、いろいろと要望が上がって

おります。やはり都城からも一声出そうと思っ

て、今回お尋ねいたしました。

今回は、中山間地域の高齢者の日常生活にお

いて、農地等の管理や福祉行政に対して血税を

用いなくても、過去の家族制度らしきものが存

在していたら、土地の所有者不明や独り暮らし

の高齢者の支援、孤独死等の事案もないのでは

ないかと思って、私は質問しました。また、地

域の声も私の考えと同じでございます。地域の

声を県政につなぐ役割として、今回の全ての質

問を終わります。ありがとうございました。(拍手)

次は、山内いっとく議員。○野﨑幸士副議長

〔登壇〕（拍手） おはよ○山内いっとく議員

うございます。自由民主党、都城選出の山内

いっとくです。宮崎の未来をつくるため、地域

・福祉・教育の視点で、県民から届く声を県政

へと届けていきたいと思います。

本日の目的は、テーマを「人口減少時代を生

き抜く」として、人口減少対策、子ども・若者

プロジェクト、安全・安心の宮崎に関する質問

を通して、日本一生み育てやすい県を推進して

まいりたいと思います。

まず、人口減少対策についてですが、宮崎県

はいよいよ103万人を切る人口となってきまし

た。宮崎県内の自治体の人口減少政策を見てみ

ると、地域活性化、若者の移住支援や結婚・子

育て支援などを行っているところが多く見られ

ます。さらに、地域の魅力を発信するための観

光振興や農業・特産品のＰＲ活動も行われ、地

方創生に取り組んでおられます。

宮崎県は、自然環境や温暖な気候を生かしな

がら、住みやすい地域づくりに取り組んでお

り、これらの政策が効果を上げることが期待さ

れております。

今回は、自然増、自然減、社会増、社会減の

視点から質問してまいります。

まず、自然増についてです。

出生率が上がらない要因としては、教育など

に多額の費用がかかる中、若い世代の所得が少

なく、子供を産んで育てる展望が持てないこと

などが指摘されております。一般的に、子供１

人を大学卒業まで育てるための費用は、約2,000

万円から3,000万円かかると言われております。

青森県は、全ての小中学校で10月１日から給

食費が無償化されると発表しました。青森と宮

崎では、人口、面積、人口密度、年間予算など

同じような状況であり、青森県ができて宮崎県

ができないことはないと考えます。

子育て世代の当事者としては、無償化は大変

ありがたいものと考えます。物価も上がり、可
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処分所得が増えない中、子育て費用の負担軽減

の声は大きくなっております。日本一生み育て

やすい県を目指す上で、子育てに関する負担軽

減に取り組むべきだと考えます。

そこで質問いたします。子育て費用の負担軽

減の認識を知事に伺います。

以降の質問は質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

日本一生み育てやすい県を目指すためには、

子育てに関する経済的負担を軽減することが大

変重要であると認識しております。

県がこれまで実施してきた「結婚・子育て意

識調査」でも、半数以上の方が子育てに関して

不安や負担を感じており、その理由としては、

子育てにお金がかかることが最も多く挙げられ

ております。

そのため、県としては、病児保育の無償化や

おむつの定額利用の支援など、地域の多様な

ニーズに対応するとともに、医療費や給食費な

ど、子供がひとしく受けるべき行政サービスに

ついては、国による全国一律の実施を要望して

いるところであります。

また、こうした幼少期の負担にとどまらず、

高等教育における負担も大変大きいものがあろ

うかと考えております。

今後とも、国や市町村との連携の下、子育て

世帯をはじめとした県民の皆様に寄り添いなが

ら、子育ての負担を軽減する取組の充実に努め

てまいります。以上であります。〔降壇〕

負担軽減の取組充実に期○山内いっとく議員

待しております。

東京や大阪では、習い事に対して助成してお

ります。私の長女になりますが、塾に行かずに

国立大学へ進学してくれたし、また長男は、当

時月謝500円のレスリング教室で運動させてもら

いました。また、放課後児童クラブなどには行

かず、近所で遊んだり、公民館行事に参加する

など、学校外の子育て費用はあまりかからず

育ってくれました。「子供が多くて大変でしょ

う」と言われることもありますが、１人でもや

はり子育ては大変だと思うところです。

逆に、子供が多いからこそ助かった部分もあ

ります。例えば、うちの幼児のお風呂は小学生

が入れてくれたり、子供だけで遊んでくれた

り、子供が多いからこそ楽な面もありました。

格安の習い事や無料で遊べる場等をまとめた情

報提供なども行うよう提言したいと思います。

次に、自然減対策としては、医療の充実を行

い、健康寿命の増進が主だと思いますが、健康

的に暮らしていくためにも、重層的に支援して

いくことが重要です。

重層的な支援は、令和元年度以降、全国200か

所以上で展開されたモデル事業を踏まえ、令和

３年度から重層的支援体制整備事業として、一

つの支援機関だけでは解決に導くことが難しい

ような複雑な、複合的な課題を持つ方をサポー

トするための体制をつくる事業が展開されてお

ります。

本県の重層的支援体制整備は、令和７年度

に13自治体を目標とし、令和５年度で４自治体

が整備されております。

そこで質問いたします。重層的支援体制整備

の現状と目標達成に向けた取組を福祉保健部長

に伺います。

重層的支援○福祉保健部長（渡久山武志君）

体制整備事業につきましては、地域福祉支援計

画において、令和７年度の目標実施数を13市町

村と掲げる中、今年度において、移行準備段階
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も含め、計13の市町村が取り組んでおりまし

て、おおむね順調に進んでおります。

実施市町村との意見交換におきましては、支

援機関同士のネットワークが拡大したことで、

生活困窮やひきこもりなど複合的な事案に対し

まして、ワンストップでの対応や効果的なアウ

トリーチが行えるようになり、一定の成果が出

ているとお聞きしております。

県では、来年度、地域福祉支援計画の改定を

予定しておりますので、地域の実情を踏まえな

がら、事業を実施する市町村の拡充や効果的な

取組について検討してまいります。

26市町村のうち、13自治○山内いっとく議員

体が取り組んでおり、また、一定の成果が出て

いるということで安心しました。そして、新た

に拡充していくということですので、残り13自

治体に関しても、必要なところにはしっかりと

支援をお願いしたいと思います。

また、自然減の一つに自殺があるかと思いま

す。自殺対策は本県でも取り組んでおられます

が、昨年度の本県の自殺率はワースト２位と、

全国と比較して厳しい状況です。

そこで、各県の自殺対策計画などを比較して

みました。自殺総合対策大綱では、ゲートキー

パーの養成が示されています。しかしながら、

本県の計画には、ゲートキーパーという言葉

が、「相談機関へ繋ぐ「ゲートキーパー」の役

割を周知する」というところと、あともう１か

所の２か所しか出てきません。

自殺率の低い鳥取県や徳島県では、ゲート

キーパーの養成に関して、言葉が10か所以上出

てきます。また、神奈川県の計画の中には、

ゲートキーパーという言葉が85か所出てきま

す。ゲートキーパーの育成不足が、全国よりも

自殺率が高い結果となっている可能性があるの

ではないかと考えます。

そこで質問します。本県のゲートキーパーの

養成人数と今後の取組を福祉保健部長に伺いま

す。

悩みを抱え○福祉保健部長（渡久山武志君）

た人に気づき、声をかけ、相談機関へとつなぎ

ますゲートキーパーは、自殺予防において重要

な役割を担っております。

県では、平成24年度以降、自殺対策行動計画

に基づき、ゲートキーパーの養成を市町村と連

携しながら進めておりまして、昨年度は、医療

介護や理容・美容に従事する方など、約4,300人

に研修を受講いただいております。

また、「ひなたのキズナ声かけ運動」を通し

まして、県民一人一人がゲートキーパーの役割

を理解し、悩んでいる人に寄り添う気持ちを

持ってもらえるよう周知を図っているところで

あります。

今後とも、市町村や関係団体と連携して、現

在の取組を継続的に実施することにより、ゲー

トキーパー研修の拡充や普及啓発に取り組んで

まいります。

約4,300人が研修を受講と○山内いっとく議員

いうことで、想像より多いなと思ったところで

した。ぜひ今後も進めていただきたいと思って

おります。

次に移りますが、社会減を少なくし、地域の

持続可能な発展のためには、地元愛を育むこと

は不可欠です。

富山県では、「14歳の挑戦」「17歳の挑戦」

という取組が行われており、中学生、また高校

生が、地域の様々な仕事や活動を体験するプロ

グラムです。主に中学２年生が対象で、地域の

企業や団体で実際に働くことで、仕事の価値や

地域の特性を学びます。１週間のうち５日間
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丸々、職場体験しているということです。

このプログラムの目的は、若者が自分の進路

や将来の仕事について考えるきっかけを提供す

ることで、富山県の県内就職率は94.1％となっ

ているようです。

そこで質問します。将来、地元で働きたいと

思う子供の育成につながるキャリア教育の取組

を教育長に伺います。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、令和４年に宮崎県キャリア教育ガイドライ

ンを改定し、「ふるさとを想い、主体的に社会

参画する人材の育成」を掲げ、各学校では、子

供たちが地域に貢献する喜びや働く意義を実感

し、自分の生き方を考えることができるキャリ

ア教育に取り組んでおります。

中学校においては、地域で受け継がれている

行事に参画する活動や、地元の企業で実際に働

く活動、また地域の大人からふるさとで暮らす

魅力を聞く活動などの学習に取り組み、地元で

働きたいという思いにつながっております。

そのため、今後も県のキャリア教育支援セン

ターを中心に、市町村とも連携し、地元企業の

魅力や、そこで働く人の願いを感じられる取組

を推進してまいります。

ぜひ進めていただきたい○山内いっとく議員

と思います。

宮崎県内の企業の魅力を多くの方に知ってい

ただくことを目的に、県内企業の情報を掲載し

た「ワクワクＷＯＲＫ！宮崎2022」が刊行され

ています。

本冊子では、県内企業200社の事業概要やア

ピールポイント、社員からのメッセージを掲載

しています。また、社会人１年生へのインタ

ビューなど、リアルな職場を知ることができる

企画のほか、就職活動に役立つ情報が満載で

す。

そこで質問します。「ワクワクＷＯＲＫ！宮

崎」を県内の若者に広く見ていただくための取

組状況を商工観光労働部長に伺います。

企業ガイ○商工観光労働部長（川北正文君）

ドブック「ワクワクＷＯＲＫ！宮崎」は、高校

生や大学生、一般求職者等に対し、県内企業の

概要や魅力を発信することを通して、企業理解

や県内就職促進を図ることを目的として、毎年

約6,500部を作成しております。

本ガイドブックは、県内の高校・大学や商工

団体等に広く配布しており、様々な場面で参考

資料として有効に活用されております。

また、大学生や一般求職者等を対象とした県

の就職説明会等での配布に加え、電子版を県

ホームページにも掲載しており、広く県民の

方々が閲覧できる環境を整備しています。

今後も教育委員会等と連携しながら、「ワク

ワクＷＯＲＫ！宮崎」を通した県内企業の魅力

発信に取り組んでまいります。

令和７年度の重点施策の○山内いっとく議員

一つとして、若者・女性が生き生きと活躍でき

る環境づくりがあります。

人口減少問題の課題の一つは人手不足であ

り、労働人口が少なくなる中、宮崎県の産業構

造は、農業をはじめとする第１次産業に依存す

る部分が大きく、若者、特に女性の県外流出が

大きな課題となっております。

10年ほど前には、農業ギャルやスーツで農業

を行う姿などが話題になったこともあり、農業

がきらきらしておりました。

そこで質問します。若者や女性にとって魅力

ある産業づくりの今後の取組を知事に伺いま

す。

人口減少が進む中、若○知事（河野俊嗣君）
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者や女性はもとより、１人でも多くの方々に県

内企業を選んでいただくためには、安心して働

き、将来にわたって発展する力強い産業づくり

に取り組むことが大変重要であります。

このため県では、本県の強みであります農林

水産業の振興をはじめ、地域経済を支える中小

企業・小規模事業者への支援の充実や、産業の

高付加価値化・成長産業化に向けたフードビジ

ネスやスタートアップ企業の育成、産業のデジ

タル化の推進等を図るとともに、今後の成長が

期待されます半導体関連産業の積極的な誘致な

どにも取り組んでおります。

また、これらの基盤となる人材を育成するた

め、若手社員から経営者層まで、各階層に応じ

た講座を実施するほか、若者や女性が働きやす

い労働環境や柔軟な働き方に対する支援、また

働きやすい職場「ひなたの極」の認証など、

様々な取組を展開しております。

今後とも、経済団体や支援機関、大学等と連

携しながら、魅力的な産業づくりを進め、若者

や女性に選ばれる宮崎を目指してまいります。

県債収支を見ましても、○山内いっとく議員

農畜産業が本県の強みでありますが、加工業が

弱く、赤字となっておりますので、新たなフー

ドビジネスの展開に期待しております。

また昨年、台湾政府の招聘事業において、全

国若手政治関係者が25人招待され、その中の１

人として、私も台湾に行かせてもらい、台湾政

府の外交部や経済部などの方々と意見交換をさ

せてもらったところです。そのときにも、ＴＳ

ＭＣには約1,000社の関連企業があり、そこに着

目してくださいと言われましたので、今後、半

導体関連産業の積極的な誘致にも期待していき

たいと思っております。

そして、社会増のためには、ＵＩＪターンの

移住政策がありますが、特に若者のＵターンを

増やすべきではと考えます。

宮崎県出身の大学生が地元にＵターン就職す

るかどうかは、地元への愛着や家族とのつなが

り、生活安定といった要因と、都市部でのキャ

リアチャンスや高収入を求める気持ちとのバラ

ンスによって決まります。宮崎県では、Ｕター

ン就職を支援する施策が充実しているものの、

産業構造の違いや都市部の魅力も影響し、多く

の学生がＵターンと都市部での就職のどちらを

選ぶか悩むのが現状です。

高校生の約半数が普通科で進学する状況があ

る中、高校生の県内進学率だけではなく、本県

出身の大学生のＵターン率も重要かと考えま

す。

そこで質問します。本県の県外大学進学者の

Ｕターンに関する現状を商工観光労働部長に伺

います。

国の学校○商工観光労働部長（川北正文君）

基本調査によりますと、令和５年３月卒の県内

高校生で、県外の大学に進学した生徒数は

約3,200人となるなど、毎年多くの高校生が卒業

を機に転出しております。

県では、こうした大学生のＵターン就職を促

進するため、県外大学に進学する生徒の保護者

のうち、希望する方に対し、県内企業等の情報

提供を行うなど、様々な取組を行っておりま

す。

一方で、県外に転出した高校卒業者について

は、その後の状況把握が困難であるという実情

もあります。

議員御指摘のＵターン者の割合等の把握につ

いては、重要な視点であると認識しております

ので、今後、他県における調査事例の情報収集

等を行いながら、課題として研究してまいりま
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す。

課題として研究していく○山内いっとく議員

ということですので、一歩前進かなと思いま

す。Ｕターン政策の成果を見る上でも、大学卒

業後のＵターン状況というのは必要ですので、

ぜひ調査を進めていただくよう提言したいと思

います。

Ｕターンしたくなるための学校教育に重要な

要素として、地域理解の深化、地元企業との連

携、地域課題への取組、コミュニティー活動へ

の参加、進路指導の充実などがあります。この

中の進路指導において、宮崎に全国や世界で活

躍している企業や個人の方がいますが、その情

報をすぐに引き出せる手段がなかなかないなと

考えているところです。

地元の進学先や職業の選択肢を明確にし、地

元でのキャリア形成の可能性を考えるサポート

を行うことのできる教員、地元の企業を知って

いる教員が少ないと考えます。

就職支援として、県内を７エリアに分けて、

エリアコーディネーターがおられるようです。

宮崎で働くことの魅力を、エリアコーディネー

ターからも伝えていただきたいと考えます。

そこで質問します。就職支援エリアコーディ

ネーターのこれまでの取組と普通科高校に対す

る就職支援について、教育長に伺います。

就職支援エリア○教育長（黒木淳一郎君）

コーディネーターにつきましては、平成28年度

に６名配置し、令和４年度より１名増員して、

現在、県内７地区に７名配置しております。

具体的な取組として、各地区における就職促

進や早期離職防止を目的に、進路指導担当者と

地域の産業関係団体代表者による会議を開催し

ております。また、小まめに地元企業を訪問

し、企業情報や卒業生の就業状況等を学校に提

供しております。

普通科高校への就職支援につきましては、県

内企業の魅力を知ることは、大学等卒業後の本

県での就職につながることから、地元企業によ

る企業説明会や職業講座等の企画を実施してお

ります。

今後とも、コーディネーターを活用した県内

就職促進の取組を積極的に推進してまいりま

す。

ぜひコーディネーターに○山内いっとく議員

は、県内企業の魅力を全ての高校生に伝えてい

ただきたいと思います。

また、過去の知事の答弁では、県は、経済的

な豊かさとお金には代えられない価値が調和し

た、新しい豊かさへの挑戦に取り組んでおられ

るとのことでありますが、それがなかなか目に

見えないところでしたけれども、例えば「宮崎

暮らしの魅力を語ろう！」という宮崎の豊かさ

をＰＲするよい資料がつくられておりました。

この資料の中には、宮崎の日本一のものや意

識調査の結果などがあり、結婚・子育て・生活

に関して、子育てのしやすさ（全国３位）や将

来の夢や目標を持っている小学生（全国２位）

のことなどが載っておりました。

東京都との給料の差や生活費の差などのこと

は「みやざき移住ガイドブック」に掲載されて

おります。ひなたの出逢い・子育て応援運動の

一つだと思われますが、ライフデザイン事業に

は、仕事や結婚・家庭、ワーク・ライフ・バラ

ンスなどを学生に考えさせる資料もあります。

さらに、先ほどの「ワクワクＷＯＲＫ！宮

崎」も含め、いい資料等が多くありますが、つ

くって終わりではなく、今、宮崎で暮らしてい

る子供・若者にしっかりと伝わるように活用し

ていただくことを提言したいと思います。
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次に、子ども・若者プロジェクトについて

伺ってまいります。

このプロジェクトは、日本一生み育てやすい

宮崎を目指しております。先ほどとかぶります

が、少子化の要因の一つに、社会的価値観の変

化があります。現代の若者は、結婚や出産に対

する価値観が変化しており、必ずしも結婚や子

供を持つことを人生のゴールと考えていない人

が増えています。自分のライフスタイルや趣

味、キャリアを優先する人が増え、結婚や出産

を後回しにする傾向があります。

本県では、ひなたの出逢い・子育て応援運動

を始めましたが、まず、子育てが楽しいことが

伝わっていないと感じます。

そこで質問します。ひなたの出逢い・子育て

応援運動推進会議の子育て応援部会の各委員か

ら出た意見を踏まえ、「子育てが楽しいと感じ

られるみやざき」づくりに向けた今後の取組を

知事に伺います。

子育てについては、楽○知事（河野俊嗣君）

しさや喜びを感じると同時に、様々な苦労や悩

みもあるものであります。家族などの協力を得

たり、働きやすい環境が整うことで、本来の楽

しさをより実感できるようになるものと考えて

おります。

これまで、子育て支援の意見交換等を行う子

育て応援部会では、職場での子育て世帯への理

解や、男性の育児休業取得の促進が必要などの

御意見をいただいたところであります。

これらを踏まえて、働きやすい職場「ひなた

の極」の認証などに加えて、新たに、企業向け

ライフデザインセミナーの開催や、男性の育児

休業を推進する企業等への奨励金支給などに取

り組み、共働き・共育てしやすい環境づくりを

進めてきたところであります。

「子育てが楽しいと感じられるみやざき」の

実現のためには、子育ての不安や負担の軽減に

より、その楽しさを実感していただくことが重

要でありますので、引き続き、県民の皆様の声

にしっかり耳を傾けて、子育て支援の充実に取

り組んでまいります。

子育ての苦労は、共働き○山内いっとく議員

による家事・育児の時間や経済の負担がありま

す。私事になりますが、自分で朝５時に起きて

御飯を作り、子供が起きる前に出て、寝た後に

帰ってくる生活を行っておりましたら、ある

日、子供から「パパ、今度いつ来るの」と言わ

れました。そのときには、毎日帰ってきている

のになと思ったところでした。

また逆に、子育ての楽しさの実感としまして

は、子供の寝顔で癒やされ、元気な挨拶に勇気

をもらい、想像しない言動で笑い、子供の成長

で感動する。自分が人生で一番輝いているとき

が、子育て中の今なのかなと感じているところ

です。ぜひ子育ての楽しさを県と共に届けてい

きたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。

また、ひなたの出逢い・子育て応援運動は、

子ども・若者プロジェクトの取組の一つとして

実施されております。この運動の出逢い応援部

会委員として、高校生及び大学生の４名が参画

し、若者の意見を今後の出会い・結婚支援の施

策等に生かすこととしております。

また、応援部会委員としては、企業等が参加

していると伺っております。昨年度の一般質問

でも聞きましたが、子供や若者の政策への意見

反映を期待しているところです。

そこで質問します。ひなたの出逢い・子育て

応援運動推進会議の出逢い応援部会における学

生委員からの意見内容と、その後の県の取組
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を、福祉保健部長に伺います。

16名の委員○福祉保健部長（渡久山武志君）

から成ります出逢い応援部会では、高校生３

名、大学生１名、計４名の学生に委員として御

参加いただき、情報共有や意見交換、取組提案

などを行っております。

これまで学生委員からは、「若い世代への情

報発信はＳＮＳの活用が有効」あるいは「婚活

イベントは、同じ趣味の人が集まる内容だと安

心して参加できる」などの御意見をいただいて

おります。

このような意見も踏まえて、今年度から新た

に、出会い・結婚支援に係る県公式のインスタ

グラムやＬＩＮＥを開設して情報発信を強化い

たしますとともに、キャンプやスイーツ作り、

ゲームといった趣味をテーマにした参加しやす

い大規模な出会いイベントの開催などに取り組

んでおります。

今後、参加しやすい大規○山内いっとく議員

模な出会いイベントがあるのかなと思うところ

です。相当期待しています。また、マッチング

アプリでの出会いのほうが成立しやすいという

データもあるようですので、うまく連携しなが

ら進めていただきたいと思うところです。

今年度、県は「少子化要因見える化ツール」

を発表されました。今後期待しているところで

す。調べてみると、「子育て環境日本一」を目

指している京都府が、全国初でツールを作成し

ているようです。

子供の出生や転入出の状況、結婚・子育てを

取り巻く環境は、地域によって異なることか

ら、それぞれの実情に応じた実効性のある少子

化対策を推進することが重要です。そのため、

このツールの目的は、市町村における少子化対

策の検討を支援することとなっております。

そこで質問します。「少子化要因見える化

ツール」を活用した市町村支援の取組状況を福

祉保健部長に伺います。

「少子化要○福祉保健部長（渡久山武志君）

因見える化ツール」は、昨年度、県内市町村ご

との合計特殊出生率の特徴や、結婚・子育て環

境について、比較可能で客観的なデータを用い

まして、統計学の手法により分析し、その状況

を分かりやすく示したものであります。

今年度、まず、全ての市町村を対象とした説

明会を開催いたしまして、本ツールの内容や活

用方法などを共有した上で、個別支援を希望す

る市町村を募集いたしました。

現在は、応募のありました宮崎市など４市町

について、本ツールの作成に携わった少子化対

策の専門家が複数回直接訪問し、各市町に設置

されたプロジェクトチームとともに、地域の実

情に応じた対策の構築に向けて検討を重ねてい

るところであります。

各市町に設置された庁内○山内いっとく議員

横断的なプロジェクトチームと共に検討を重ね

ているところで、今後の活用が進んでいるとい

うことで、期待していきたいと思っておりま

す。

次に、こども計画について伺ってまいりたい

と思います。

現在作成中であるこども計画は、子供施策に

関する事項を定める計画であり、地方公共団体

が子供施策に関する事項を定める計画を一体と

して策定することで、区域内の子供施策に全体

として統一的に横串を刺すこと、住民にとって

一層分かりやすいものとすることなどが期待さ

れております。

成果指標には、合計特殊出生率だけでなく、

「将来の夢や目標に向かって頑張っていると思
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うこどもの割合」、「安心してこどもを生むこ

とができ、子育てを楽しいと感じられる県だと

思う人の割合」が入ることになりました。

そこで質問します。今回策定するこども計画

において、３つの総合成果指標を定めた意図を

知事に伺います。

こども計画につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、子供・若者の幸せの実現を主眼に置きつ

つ、子育て当事者においても、子育てを楽しい

と感じられる宮崎の実現を目指して、「すべて

のこども・若者の夢や希望が叶い、幸せの輪が

広がる宮崎づくり」を基本理念に策定を進めて

おります。

この基本理念を踏まえ、まずは子供・若者の

視点を重視し、置かれた状況にかかわらず、全

ての子供・若者が夢や希望を持ち、その実現に

向けて取り組める環境にあるかを測る指標を第

一に掲げております。

また、子育て当事者の安心感や楽しさなど、

子育ての満足度を測る指標を２番目に置いてお

ります。

さらに、県政の最重要課題である少子化対策

に取り組んでいく観点から、合計特殊出生率も

引き続き指標としております。

私は常々、子供は地域の宝であり、未来を築

いていくのは子供たちであると考えておりま

す。

おととい、「学校発明くふう展」の表彰式が

ありまして、学校単位では、都城市の志和池小

学校が最優秀賞の表彰を受けて、最高賞である

知事賞を受けたのも志和池小学校の５年生であ

りましたが、応募された作品を見ていて、本当

に豊かなアイデア、また思いやりにあふれた子

供たちが育っている、その姿を実感することが

できて、すばらしいことだなと手応えを感じた

ところであります。

これからも子供たちが幸せに暮らせる宮崎の

実現に向けて、全力で取り組んでまいります。

今知事に答弁いただきま○山内いっとく議員

した「学校発明くふう展」、うちの息子も賞を

もらったことがありまして、日弁連の賞でした

が、大変子供たちにとってもよかったなと思っ

ているところです。ぜひ子供たちが幸せに暮ら

せる宮崎の実現をお願いしたいと思っておりま

す。

こども計画の素案の概要を見てみますと、知

事の答弁でもありましたが、基本理念が「すべ

てのこども・若者の夢や希望が叶い、幸せの輪

が広がる宮崎づくり」とあり、そのためには、

子供を真ん中に置いて考えることが重要だと考

えます。

また、子供の多くは６歳から18歳まで学校に

通っており、「すべてのこども・若者の夢や希

望が叶い、幸せの輪が広がる」ためには、児童

生徒や教育委員会などの意見が大切だと考えま

す。

しかしながら、県のこども計画策定に当た

り、意見を聞くことになっている子ども・子育

て支援会議の委員に、ＰＴＡや先生、児童生徒

等の学校関係者は入っていない現状がありま

す。

そこで質問します。小中高の学校関係者の意

見反映の状況を福祉保健部長に伺います。

こども計画○福祉保健部長（渡久山武志君）

は、誕生前から乳幼児期、学童期、思春期を経

て青年期に至るまでの長い期間を対象としてお

りまして、それぞれのライフステージにおける

関係者の視点を取り入れていくことが必要であ

ります。

議員御指摘のとおり、子ども・子育て支援会
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議の委員には学校関係者は含まれておりません

けれども、策定に当たりましては、教育委員会

も含め、全庁一丸となって検討を進めていると

ころであります。

また、今年度公募いたしました「こどもわけ

もん政策モニター」である約700人の子供たちか

らも直接意見を伺い、計画に反映してまいりま

す。

こどもわけもん政策モニ○山内いっとく議員

ターの意見をぜひ我々にも見せていただきたい

と思うところです。

公立・私立、様々な学校がありますが、それ

ぞれ特色ある教育を行っております。公立学校

は教育委員会が所管し、私立学校は総合政策部

が所管しており、教育機関同士でも十分な議論

がされているでしょうか。

高校に通う子供の３割から４割は私立学校に

通学しており、私立学校に通う生徒も同じ宮崎

の子供です。今後、少子化が進む中、宮崎の子

供や若者の夢や希望をかなえる教育を行う上

で、公立・私立関係なく、協議の場を充実させ

る必要があると考えます。

そこで質問します。本県教育の充実に向け、

公立学校と私立学校がより活発な議論を行うた

めの今後の取組を総合政策部長に伺います。

近年、少子○総合政策部長（重黒木 清君）

化のさらなる進行や人々の価値観の多様化な

ど、社会情勢の変化に伴いまして、ＩＣＴ教育

の充実、いじめや不登校への対応など、教育に

求められるニーズも、より多様化、複雑化して

きております。

このような中、公立学校と私立学校が連携し

ながら課題解決を図り、子供や若者の夢や希望

をかなえるための教育に取り組んでいくこと

は、大変重要であると考えております。

これまで、公立と私立の連絡協議会におきま

して、定員調整をはじめ、様々な協議が行われ

てきておりますが、これに加えまして、現在、

より幅広い議論や情報共有を行うための意見交

換の実施に向けて、必要な検討を進めていると

ころであります。

今後とも、このような取組を通じて、公私間

でより積極的な議論が行われるよう取り組んで

まいります。

県として新たな意見交換○山内いっとく議員

の場をつくる、そのように理解しました。

少子化問題を解決するためには、長期的に

は、合計特殊出生率を向上させるための政策を

策定し、将来の人口構造に対応して、持続可能

な社会構造をつくるための政策を打ち出す必要

があります。また、短期的には、出生数の動向

をモニタリングし、地方の支援策や教育サービ

スを柔軟に調整することが重要です。

本県では、合計特殊出生率を重視し、日本一

生み育てやすい県への挑戦として、合計特殊出

生率、令和４年度の1.63から1.8台を目指し、

様々な施策や教育環境の整備を行っているとこ

ろです。

しかしながら、今年発表された合計特殊出生

率は1.49と減少しており、目標達成は大変厳し

いものとなっております。

そこで質問します。少子化の厳しい現状を踏

まえ、合計特殊出生率1.8台という子ども・若者

プロジェクトの目標達成に向けた今後の取組を

知事に伺います。

本県における令和５年○知事（河野俊嗣君）

の合計特殊出生率は1.49で、全国２位といいな

がらも、これは過去２番目の低さとなっており

まして、深刻化する少子化の現状に改めて強い

危機感を抱いているところであります。
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また、これは全国的な傾向ではありますが、

さらに日本以上に少子化が進んでいる近隣アジ

ア諸国の状況を考えますと、また、親になる世

代が急速に減少する2030年代がラストチャンス

ということが言われておりますと、今、何とし

ても歯止めをかけていかなくてはならないと強

い思いを抱いております。

このような中、子ども・若者プロジェクトで

は、婚姻数の回復を図るため、出会い・結婚支

援を充実・強化するとともに、第２子以降の希

望を後押しするための子育て支援策に取り組ん

でおります。

今後は、これまでの取組に加えて、子育てに

関する不安や負担の軽減や、次の親世代となる

若者や女性の県内定着について、これまで以上

に踏み込んだ対策を実施していく必要があると

考えております。

令和８年までに合計特殊出生率1.8台というの

は、相当高い目標であるということは認識して

おりますが、結婚し、子供を持ちたいと思う若

者の希望をかなえ、ひいては少子化に歯止めを

かける、これは、今の世代、我々の責務である

という強い使命感の下に、市町村等とも連携し

ながら、全庁一丸となって全力で取り組んでま

いります。

取組に期待していきたい○山内いっとく議員

と思います。

続いて、「仲間と助け合う安心・安全の宮

崎」と題して質問してまいります。

まず、防災協定についてです。

内閣府は、能登半島地震における避難所運営

の状況について検証されております。その中

で、避難所の環境整備として、トイレ、食事、

ベッド・パーティション、入浴・洗濯について

言及されており、トイレカーやキッチンカー、

ランドリーカーなどのことが書かれておりまし

た。

能登半島視察では、話を伺いますと、災害時

に避難所で温かい食事の要望が大きかったこと

や、お風呂に入れたことがありがたかったとあ

りました。

台湾では、自治体や地域が、トイレトレー

ラーやランドリーカー、キッチンカーを備蓄し

ており、災害発生から３時間後には、テントや

ベッドなどが設置され、避難所が開設されるよ

うです。また、避難所で温かい食事が提供され

るようです。

避難所の環境整備に必要なものは準備した

り、民間団体等と防災協定を結んだりしていく

ことが重要だと思います。

そこで質問します。民間企業等との災害時応

援協定のこれまでの締結状況を危機管理統括監

に伺います。

大規模災害○危機管理統括監（児玉憲明君）

時においては、被災者支援やインフラ復旧など

の応急対策を迅速に行うため、民間企業等との

連携が重要であります。

県では、例えば食料や生活必需品の提供につ

いて、大手コンビニチェーンや飲料水メーカー

等と、人や物資の輸送について、県バス協会や

トラック協会等と、道路やライフラインの復旧

について、県建設業協会や電気・ガス事業者等

と協定を結ぶなど、今年１月現在で151件の協定

締結を行っております。

また今年度は、被災車両の撤去に関し九州

レッカー事業協力会と、被害情報の収集に関し

日本アマチュア無線連盟宮崎県支部と協定を締

結しました。引き続き、民間企業等との連携を

図り、災害への備えを進めてまいります。

アマチュア無線について○山内いっとく議員
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は、総務省が非常災害時等のボランティア活動

などを明確化し、非常災害時から災害復旧時ま

での継ぎ目のない支援が期待されているとあり

ます。

アマチュア無線の活用について、県は、昨年

度、私の一般質問において、県内の日本アマ

チュア無線連盟宮崎県支部との連携の在り方に

ついて、引き続き研究していくとのことで、今

年10月、情報連絡等の活用を目指して、団体と

防災協定を結ばれました。

そこで質問します。日本アマチュア無線連盟

宮崎県支部との今後の連携について、危機管理

統括監に伺います。

大規模災害○危機管理統括監（児玉憲明君）

発生時の備えとして、多様な情報通信手段を確

保することは、大変有益であると考えており、

東日本大震災などこれまでの災害でも、アマ

チュア無線からの通報が救援活動に役立った事

例があると承知しています。

同支部との連携については既に、相互の連絡

体制を確認するとともに、先月の県総合防災訓

練では、綾町での住民避難の状況を役場や県の

本部に伝達する訓練に参加していただきまし

た。

今後は、災害時の活用を具体的に想定し、市

町村とも連携しながら訓練を実施するなど、協

定の実効性を高めてまいります。

続きまして、強風対策に○山内いっとく議員

ついて伺います。

今年度も台風による被害が出ております。安

全ストック事業は、房総半島の台風被害を踏ま

え、令和３年度から、国の住宅・建築物安全ス

トック形成事業の対象に、市町村が行う住宅の

屋根瓦改修の補助事業が追加され、現在、宮崎

市及び日向市が取り組んでおります。

県は、木造住宅の耐震化に重点的に取り組ん

でいますが、屋根の強風対策につきましても重

要であると認識しており、国の交付金事業の活

用について市町村に周知するとともに、新たな

基準の徹底に努めているということです。その

ような中、今年、宮崎市などでは、竜巻被害な

ど大きな被害が出ました。

そこで質問します。住宅の屋根瓦の強風対策

に関する取組を県土整備部長に伺います。

屋根瓦の強風○県土整備部長（桑畑正仁君）

対策につきましては、令和２年に強風に対する

飛散防止に関する基準が強化されたことから、

施工者に対して説明を行うとともに、宮崎市や

日向市で活用されている屋根瓦の改修に対する

交付金事業を、他の市町村にも周知していると

ころです。

また、今年７月に、宮崎県屋根工事組合連合

会と災害時の応急修理に関する協定を締結して

おり、８月の台風災害で災害救助法が適用され

た宮崎市では、この協定に基づき、復旧に向け

た取組が行われております。

今年は台風第10号の竜巻や日向灘における地

震などが相次いだことから、引き続き、耐震対

策に加え、強風対策についても、交付金事業の

活用の周知に努めてまいります。

竜巻被害に対して、協定○山内いっとく議員

に基づき対応されたとのことですが、修理は年

明けになるところもあるそうです。災害前に強

風対策を行う必要性があると考えるところで

す。

続いて、地域の安全といえば警察であり、現

在、高岡署や都城署の整備計画が進められ、県

民の関心が高いところです。

都城においては、都城志布志道路の完成も近

づき、利便性のよいところへの移転整備の声が
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多くあります。

整備計画の状況としては、令和４年２月に、

令和９年度に都城警察署、令和11年度に高岡警

察署の供用開始と説明がありました。しかしな

がら、昨年度末に高岡警察署の国富町への移転

が発表され、都城署の状況を市民・県民から聞

かれることが多くあります。

そこで質問します。都城警察署建て替え計画

の遅延理由を警察本部長に伺います。

警察署につきま○警察本部長（平居秀一君）

しては、治安基盤及び防災活動拠点としての機

能を十分に発揮できる施設であることが必要だ

と考えております。

都城警察署の建て替えにつきましては、警察

署建替調査事業の結果や人口動態、あるいは犯

罪や交通事故の発生件数などの治安情勢、さら

に過去の災害状況などを総合的に判断し、複数

の候補地を選定の上、慎重に検討を行っており

ますけれども、候補地の選定が難航し、高岡警

察署よりも決定が遅れている状況です。

現在、来年度予算措置に向けて調整中であ

り、建て替え計画を引き続き進めているところ

であります。

土地選定に関して難航し○山内いっとく議員

たとのことですが、粘り強く交渉したのか、価

格を検討したのか、安易に結論を出していない

か、気になるところですが、明言されなかった

ことは非常に残念に思います。議論を深めるた

めにも、しっかりと情報を県民に対して出して

いただきたいと思うところです。

続きまして、特殊詐欺についてです。

県内で確認された特殊詐欺による被害額は、

令和３年は約6,3 4 0万円、令和４年は約１

億3,600万円と年々増加しており、危機感を持ち

ました。また、意外と現役世代もチェーンメー

ルなどのフェイク情報に惑わされる現状もあ

り、高齢者以外の方への対応も必要と感じ、昨

年６月に質問したところです。

しかし、令和５年は約３億5,808万円と、さら

に被害は大きくなっております。今年９月末の

被害者の年齢を見ますと、65歳以上は28％に対

して、40歳代から65歳未満の方は51％と大きな

割合になっております。

県警としても、ホームページに手口などがま

とめられておりますが、もっと見やすく、また

情報にたどり着けるよう周知を図っていただき

たいと思います。

そこで質問します。本県の特殊詐欺被害防止

対策を県警本部長に伺います。

特殊詐欺の主な○警察本部長（平居秀一君）

被害防止対策でございますが、まず、コンビニ

エンスストアに高齢者等が電子マネーの購入目

的で来店した際には、全て110番通報をするよう

お願いしておりまして、その際、警察官が駆け

つけて、購入をやめるよう直接説得して、被害

防止を図っております。

次に、金融機関では、高額払戻者等に対し、

詐欺被害の有無を確認するチェックシートを活

用した声かけをお願いし、被害が疑われる場合

には警察官が臨場しております。

今後も防犯メール等を活用したタイムリーな

情報を発信するとともに、県警ホームページに

つきましても、最新の手口を分かりやすく掲載

するなど、より被害防止に活用できる内容と

し、あわせて、ホームページの周知も図ってま

いります。

闇バイトも大きな問題と○山内いっとく議員

なり、ネットから情報を得ることの多い若者に

とって、信頼ある情報を得ることが難しくなっ

てきております。怪しいと思ったら県警のホー
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ムページを見て分かる、相談できる、そのよう

なホームページになってほしいと思っていると

ころです。

最後に、「食の環」プロジェクトについて伺

います。

25年ぶりの食料・農業・農村基本法の見直し

において、食品アクセスの確保の考え方が明記

されました。

具体的には、経済的、物理的に食品にアクセ

ス困難な方々に健康な食生活を享受できるよう

にする取組を政府として推進していく必要があ

るとされ、食品ロス削減や食品寄附促進に加

え、食品アクセスの確保に向けた取組を、関係

府省庁や地方公共団体が縦割りに陥ることな

く、一体的に取り組めるようにしていくことに

なります。本県は、食料自給率や農業産出額は

全国トップクラスです。

そこで質問します。「食の環」プロジェクト

に対する県の考えを知事に伺います。

食は、農林水産業や商○知事（河野俊嗣君）

工業のほか、健康、福祉、環境、教育など様々

な分野に関連し、私たちの暮らしの基本となる

ものであります。

一方で、経済的な理由や高齢化、過疎化など

により、十分な食料を確保できない食品アクセ

スの問題が顕在化しているほか、食品ロスの削

減は、ＳＤＧｓに掲げる世界共通の課題となっ

ております。

御紹介いただきました「食の環」プロジェク

トは、こうした課題への対策を共通のロゴマー

クを使用して一体的に発信する取組であり、行

政はもとより、民間への広がりも期待されてい

るものであります。

私がつらつら考えますに、このプロジェクト

というのは、霞が関や地方自治体における役所

の縦割りを打破しようというところに力点が置

かれていて、一般国民は少しぴんとこない部分

もあるのかなというふうには思いますが、いず

れにせよ、県では、食育・地産地消の推進や子

ども食堂への支援、食品ロス削減対策等に取り

組んでおりまして、これらを共通のロゴマーク

で効果的に発信することにより、改めて県民の

機運醸成や取組の拡大が期待できるものと考え

ております。

今後、本県の強みである食に関する取組の一

つとして、民間や他県の動向も注視しながら、

「食の環」プロジェクトへの参画について検討

してまいります。

全国に先駆けて「食の○山内いっとく議員

環」プロジェクトを推進して、ファーストワン

を目指してはどうかと考えます。ぜひ宮崎のモ

デルをつくってほしいなと思います。

以上で質問を終わります。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○野﨑幸士副議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時46分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○濵砂 守議長

ます。

次は、井本英雄議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○井本英雄議員

んにちは。

この前、県の職員たちと一緒に昼飯を食べに

行ったんですね。蔦屋というところがあるで

しょう。あの下のレストランに３人ばかり連れ

て食事をしようと行ったんです。そのとき、

テーブルが空いていなくて、たまたま大きなカ

ウンターのところに座っていたら、そこに知事

- 206 -



令和６年12月２日(月)

さんが一人かばんを抱えて入ってきて、我々の

横にちょこんと座って、私もびっくりしました

けれども、県の職員もびっくりです。「先生が

呼んだんですか」と言うから「私は呼んでない

よ」と話し、「お一人ですか」と聞いたら「は

い」と言って、誰も知事さんと気づいていない

んですね。私は、この人は自我がないんじゃな

いのかなと思ったぐらい、あのときは本当に感

心した。

また、もう一つあるんです。実は２年前の知

事選挙のときに、最終日に帰陣式をやるでしょ

う。その帰陣式に私も参加したわけです。選挙

カーで帰ってきますよね。それで、江藤代議士

と２人で降りてきたんです。最初に、その江藤

代議士の話が始まったんです。何を言うかとい

うと、どうもつまらないというか、そんな言い

方を江藤代議士がするわけです。どういうこと

かというと、最終日は、御存じのように、我々

は「最後のお願いです」とかなんとか言って、

金切り声を上げて叫ぶんですけれども、知事は

相変わらず淡々として冷静だと言うんです。そ

れがやっぱり江藤代議士から見ると、何となく

物足りないということだったんです。

しかし、逆に私はこの男はちょっとすごいな

と。人がそれこそ熱狂しているときに一人冷静

でおられるというのは、なかなかあり得ないこ

とだなと。みんなが熱狂しているときに冷静で

あるというのは、指導者の要件だと私は思うん

です。冷静であれば指導者になれるというわけ

じゃないんだけれども、その要件の大きな一つ

ではないかなと思うわけであります。

知事は、指導者の要件として、どんなことを

考えておられるか、お聞かせ願えたらと思いま

す。

それと、ついでにもう一つ、今、組織が発展

していくためには、心理的安全性が必要だとい

うことがよく言われておりますが、部下たちの

心理的安全性について、知事はどのように考え

ておられるのか、捉えておられるのか、ひとつ

お聞かせ願えたらと思います。

壇上での質問を終わりたいと思います。あり

がとうございました。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、指導者の要件、すなわちリーダー像に

ついてであります。

リーダーに求められる在り方というのは、そ

の時代により、組織により、様々であろうかと

考えておりますが、現在の知事に求められる

リーダー像とは、将来に向けたビジョンや戦略

を明確に示し、ぶれることなく着実に実施して

いくこと、実現していくこと、そして、その結

果に対してしっかりと責任を持つことであると

考えております。

私はこれまで、徹底した現場主義と県民の皆

様との対話と協働を基本姿勢として県政運営に

当たっておりますが、知事就任以来、新燃岳の

約300年ぶりの噴火や地震、台風、大雨などの相

次ぐ自然災害への対応、状況に応じた難しい判

断の連続であった新型コロナ対策とそこからの

再生など、様々な困難や課題に真正面から取り

組んできたところであります。

現在、急速に進む人口減少をはじめ、激変す

る国際情勢や温暖化による地球環境への影響な

ど、先行きが不透明で予測困難な時代を迎えて

おりますが、県民の皆様が安心と希望を持って

暮らすことができる社会づくりに向け、強い

リーダーシップの下、先を見据えた施策を展開

し、宮崎の発展のために全力で取り組んでまい

りたいと考えております。
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また、私の立ち居振る舞い等も含めて、様々

な御指摘をいただきました。しっかり受け止め

て、いかに思いを伝えるかということに、これ

からも意を用いてまいりたいと考えておりま

す。

次に、心理的安全性についてであります。

社会環境が大きく変化し、将来の予測は困難

な中において、多様化・複雑化する行政ニーズ

に的確に応えていくためには、職員一人一人が

自分の意見を持って前向きにチャレンジし、持

てる力を最大限発揮できる職場環境を築くこと

が重要と考えております。

そのため、県庁におきましても、職員が自由

闊達に議論を交わし、お互いに尊重し合える風

通しのよい組織風土の構築に努めております。

また、これもリーダーの在り方というものが

極めて大きな影響を与えるものと考えておりま

すので、私自身も、レクチャーや協議など職員

と接する場面においては、意見にしっかりと耳

を傾け、対話することを心がけております。

また、私の考えや思いを職員間のグループ

ウェアで共有したり、時には勤務時間外に様々

な職員と飲食を共にしながら意見を交わすな

ど、オープンなコミュニケーションも図ってい

るところであります。

日頃より、県職員の頑張りには大変感謝して

いるところでありまして、今後とも、職員が挑

戦意欲を持って積極的に発言や行動ができる、

心理的安全性の高い職場づくりを目指してまい

ります。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございます。○井本英雄議員

次は、失われた30年と財政均衡論についてお

伺いします。

財務省によりますと、「日本政府の財政赤字

はＧＤＰの250％にも達している。１人当た

り1,000万円以上の借金をしている。これは子孫

に借金として残すことになるので大変だ。プラ

イマリーバランス（基礎的財政収支）を黒字化

しなきゃならない」というのが財務省の主張で

あります。例えてみると、500万円の年収のある

人が退職間際に２億円の借金をした、そうする

と、もしかすると子供たちに借金を残すことに

なるんじゃないかと、それと同じようなことで

あります。

しかし、その人がほかに預金あるいは建物・

土地とか、２億円以上の資産を持っていたらど

うなるのか。結局、その２億円の借金は何も問

題はないということになる。これと同じことが

国についても言えるんじゃないかと。

国の資産がどのくらいあるのか調べてみる

と、ほとんど問題ない。それどころか、これは

高橋洋一さんという人が言っていることですけ

れども、日銀というのは日本政府の子会社のよ

うなものだから、連結決算してもいいんだと、

連結決算すれば、ほとんどとんとんだというふ

うに言っているんです。結局、財政は危機的状

況でも何でもない。こんな単純なことをどうし

て財務省は分からないのか。分かっていて恐ら

く文句を言っているんじゃないかと私は思うの

であります。

この失われた30年というのはデフレでありま

す。デフレというのは、需要と供給からする

と、需要が足りない、供給が多過ぎるという状

況であります。もっと言うなら、物よりもお金

のほうが価値があるということであります。で

すから、結局、民間の企業はお金を出したがら

ない。つまり内部留保が増えているわけです。

内部留保が500兆円ですよ。それを出したがらな

い。じゃ需要を喚起するためにどうすればいい

のか。これは国がやるしかない。
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1930年代の大恐慌は、やっぱりデフレだった

んです。そのときにやったのが、有名なルーズ

ベルトのニューディールであります。それこそ

大規模な財政出動をやったわけであります。そ

れでこの恐慌から立ち上がった。これは有名な

話であります。今、日本に必要なのは、この

ニューディールなんです。

ところが、日本の場合は、バブルがはじけた

ときも、その後のリーマンショックのときも、

ちょぼちょぼしか出さないのです。東日本大震

災のときも、この前の侵攻のときもちょぼちょ

ぼしか出さないものだから、デフレから脱却で

きない。それどころか、ちょぼちょぼのその部

分だけ借金がたまる。こういう現状でありま

す。なぜ出し渋るのかというと、その根底には

常に財政均衡論があるからであります。

世界は、日本のようになってはいけないとい

うことで、リーマンショックのときも、今度の

新型コロナ禍のときも、大規模な財政出動を行

いました。そのためにデフレから免れたのであ

ります。

私は、ある飲み会で、国土交通省の幹部とこ

れについて話し合ったことがあります。副知事

は国土交通省出身ですが。その幹部の方お二人

に聞くと、「今どき世界でプライマリーバラン

スを言っている国は日本だけですよ」と言うん

です。しかし、なぜそれを財務省に言えないの

か。財務省の権限が強いんですね。もしそんな

ことを言ったら予算を絞られる。だから言えな

いんです。しかし、これを誰も言わなかった

ら、失われた30年が40年になる、50年になって

しまうかもしれない。

一県会議員ですけれども、私もどうしてもこ

れは言わないとしようがないだろうということ

でやっておりますし、もし知事にこれを聞いて

も、知事も「そうです。財政均衡論は間違って

います」とは絶対言わないことは分かっている

んです。しかし、ここは聞かせてください。知

事、どう思いますか。

バブル経済の崩壊後、○知事（河野俊嗣君）

リーマンショックをはじめ、東日本大震災やコ

ロナ禍など、度重なる苦難・困難を経て、我が

国経済は、政府によりますと、33年ぶりの高水

準の賃上げが実現するなど、成長と分配の好循

環が動き始めているとされております。

財政規律の在り方については様々な議論があ

ると承知しております。デフレ下や大規模災害

時など、国内需要が不足している局面では、思

い切った財政出動も重要でありまして、いわゆ

るアベノミクスも、このような認識の下、大胆

な金融政策、機動的な財政政策を伴う経済政策

として進められたものと認識しております。

国におきましては、デフレに後戻りせず、今

後も「賃上げと投資が牽引する成長型経済」の

実現を目指すとしておりますので、私としまし

ても、こうした政府の経済政策を注視しますと

ともに、その在り方についても認識を深めてま

いりたいと考えております。

ありがとうございます。○井本英雄議員

ＭＭＴというのに一つ触れたいと思います。

ニクソンショックという、アメリカが金本位

制から離脱したときは1971年だったんです。そ

のとき私は、ちょうどスイスのチューリッヒで

皿洗いのバイトをしておりました。そうした

ら、スイスは金融国ですから大騒ぎなんです。

何だろう、どうなるんだろうと思って、私も文

藝春秋を取り寄せて中身をいろいろ読んでみた

ら、ともかく今後、金本位制から脱却したアメ

リカは、輪転機をがらがらがらがら回して幾ら

でもドルをつくり出す、世界はどうなるか分か
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らないというようなことが書いてありました。

なるほど、金本位制から離れたらお金を幾ら

でもつくっていいのか、じゃお金というのはど

ういうものなんだろうか、私はずっと不思議

だったんです。

それで、４～５年前に、ＭＭＴ（モダン・マ

ネタリー・セオリー）、日本語では現代貨幣理

論ともいうんですが、これを読んで、なるほど

なと私は感心したわけであります。皆さん方

も、民間にあるお金を税金で集めて、その税金

で行政をやっていると思っているでしょう。こ

れでは違うと言うんです。お金が先にあると

思っているでしょう。間違いだと言うんです。

政府が予算を立てる、それを執行するときに民

間に支払わないといけない、それがお金だと言

うんです。要するに、借用書みたいなものだと

いうのがＭＭＴの考えです。

西郷札というのがあるでしょう。西郷軍は、

物資を買わないといけない、集めないといけな

いというので、西郷札を出してやっていた。あ

れは結局、中身は借用書です。それと同じだと

言うんです。お金というのは借用書、ですか

ら、日本政府が借用書を出せば出すほど、結

局、国民の資産はたまるということになるとＭ

ＭＴでは言うわけです。だから、そういう考え

方からすれば、プライマリーバランスだろう

と、単式簿記だろうと、そんなのは何も関係な

いというわけです。

でも、ＭＭＴが本当に正しいかどうか、はっ

きり言って私の頭ではよく分かりません。実

際、主要経済学の中では、これはまだ受け入れ

られておりません。だけど、どうもこの世界は

ＭＭＴで動き始めている気配がする。というの

は、日本がこんな250％の債務を抱えておりなが

ら、日本の国債はびくともしない。どうもこれ

はＭＭＴが正しいんじゃないかと、みんな思い

始めている。

そして、大切なことがある。基軸通貨です。

御存じのように、今、世界の基軸通貨はドル、

その次はユーロなんです。その次はどこだと思

いますか。実は日本の円なんです。基軸通貨が

あるということは、簡単に言うと、自分のお金

でいろいろ貿易ができるということ、それがＭ

ＭＴ理論に非常にマッチするんです。それを

狙っているのが実は中国だということでありま

す。中国はもともと中国版のＩＭＦをつくろう

としているということであります。

そういうことで、ＭＭＴを一度くらい知事に

勉強してほしいなというお願いであります。知

事、どう思われますか。

ＭＭＴ理論につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、これまでも国内外で様々な議論がなされ

ておりますが、通貨発行権を有する政府が自国

通貨建てで債券を発行する限りは、財政赤字の

多寡にかかわらず、税収等の原資の制約を受け

ずに、すなわち財政均衡を意識することなく財

政支出を可能とするものと、そのように認識し

ております。

これについては、国内外において肯定・否定

の両面から様々な声が寄せられているところで

ありまして、理論への肯定的評価がある一方

で、財政支出の規模をインフレ率のみで決定す

ることへの疑念や、過剰な支出によって資源の

浪費につながるのではないか、大規模な財政支

出が民間投資の縮小を招くのではないかと。ま

た、インフレ時には増税等により柔軟に財政を

緊縮することとされておりますが、迅速かつ機

動的にこのような民主的統制を働かせることが

いかに難しいかというのは、歴史が証明してい

るところでもございます。
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私もＭＭＴ理論について深く理解しているわ

けではない、現時点で不勉強な中での感想で御

容赦いただければと思いますが、現時点では、

財政規律を守るべきという基本的な考えに立っ

ておりまして、この理論は、都合のいいところ

を組み合わせて、見栄えのいいパッチワークを

つくったかのような、そういう印象も受けてお

りますし、強く批判する学者からは、恐らくフ

ランケンシュタインのような存在にも映ってい

るのではないかというふうに考えております。

いずれにせよ、様々な議論を闘わせて、より

よい方向を目指していくことが極めて重要であ

ろうと考えておりますので、私も今後の専門家

の議論を注視しながら、自分なりに勉強を重ね

てまいりたいと考えております。

ありがとうございます。執行○井本英雄議員

部の皆さんも一つＭＭＴぐらい勉強してもらえ

たらなと思います。

次に、「きのくに子どもの村学園」について

お伺いします。

昨年、常任委員会の県外視察で、和歌山の

「きのくに子どもの村学園」を視察してまいり

ました。私もいろんなところを今まで視察して

まいりましたけれども、本当にこれに感心した

んです。

この学校は、堀真一郎さんという人がデュー

イとニイルの思想を基に開設した体験学習中心

の学校でありまして、文部科学省の認可を受け

た、れっきとした学校であります。ここでは、

「楽しくなければ、学校じゃない」という標語

の下に、工務店、ファーム、劇団きのくに、お

もしろ料理店、じっけん工房とか、そういうプ

ロジェクトごとにクラス分けしてあって、クラ

スも１年生から６年生まで縦に全部分けて、１

クラスが15人ぐらいおるんでしょう、体験学習

をやっている。

私たちが行ったときも、小屋を造っておりま

した。高学年の者たちが上で、金づちで、とん

てんかん、とんてんかんやっておりました。低

学年の子は、金づちや材料を渡したりしてやっ

ておりました。聞いてみたら、何を造るかとい

うことから、材料はどうするか、設計図はどう

するかとか、全部自分たちでやると言うんで

す。あと、ここでは先生と言わないで大人と言

うんですが、じゃその大人は何をするかという

と、ただ見ているだけなんです。

体験学習の合間には基礎学習というものがあ

りまして、小屋を建てるためには計算ができな

きゃならない、字も書けなきゃならない、また

いろいろ本も読まなきゃならないということ

で、いろんな知識が必要でありますから、みん

なともかく勉強するのにやる気満々なんです。

そして、今言ったとおり、１年生から６年生

まで縦割りになっており、同じことを教えるわ

けにいかないから、大人は一人一人に違った教

材を与えないといけない。何度も言うように、

ここでは先生とは言わず、大人と言います。大

人はそこで、その子に何が必要なのかと、じっ

と見ておかないといけないわけです。それは昔

の寺子屋教育と同じですね。一人一人みんなに

与える。

そうやって体験学習をやっていくわけです

が、生徒たちはとにかく学校に来るのが楽しく

てしようがない。コロナのときも休まないとい

けないときがあったんですが、「その分だけ夏

休みを少なくしますよ」と言ったら、子供たち

がわーっと、それほど学校に行きたくて楽しく

てしようがないという話です。

それで、ここは中学校までなんです。小学校

と中学校、今、全国に10ぐらいあるんです。と
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ころが、高校はないんです。今度は普通の高校

に中学校から行かないといけない。「普通の高

校に行ったら大変じゃないんですか」と子供た

ちに聞くと、「今までは全部自分でやらないと

いけなかった。高校に行ったら先生が全部教え

てくれる。こんな楽なことはない」と言ってい

ました。大体みんな成績は上位のほうだという

ふうに言っておりました。

また、「いじめなどはないんですか」と聞い

たら、「当然いじめはあります」と。そんなと

きは徹底してミーティングを開くと言うんで

す。どんな困ったことも、子供が夜、寝れない

とか、そんなこともミーティングをやると言う

んです。徹底してミーティングを開くことで、

みんなの考え方、意見を取り入れていくという

ことであります。週１回、必ず全校ミーティン

グをやるそうであります。

このためか、家に帰ってきた子供が、家で何

か問題があると「ミーティングをやろう」と言

うそうであります。

このように、主体性を学ぶ、それから多様性

を学ぶ、また答えのない問いに挑戦する、アク

ティブラーニングによく似ているんですけれど

も、こういうものを公教育にも取り入れられな

いものかなという質問であります。教育長、よ

ろしくお願いします。

子供が自ら考え、○教育長（黒木淳一郎君）

話し合い、実際に行動することは、自立や社会

参加に必要な力を育む上で、大変重要であると

認識しております。

そのため、県教育委員会といたしましても、

他県の先進的な取組について学ぶとともに、子

供が学習の主体となる「ひなたの学び」を推進

し、研究校を指定しております。

研究校におきましては、子供が学習内容や進

め方を自ら選択し、多様な他者と協働して解決

する学習が行われております。研究校をはじ

め、各学校が取り組んでいる「ひなたの学び」

と、御紹介いただきました「きのくに子どもの

村学園」の実践は、重なる部分が大きいと考え

ております。

今後も、一人一人のよさや可能性を最大限に

引き出しながら、持続可能な社会の創り手とな

る子供たちの育成に取り組んでまいります。

ありがとうございます。○井本英雄議員

次に、オープンダイアローグについてお伺い

します。

オープンダイアローグというのは、フィンラ

ンドで開発されたもので、統合失調症、うつ

病、ひきこもり、不登校等に効果があると言わ

れております。

オープンダイアローグを実践する場合、一つ

のチームをつくります。クライアント、患者を

中心に、家族、友人のほか、医者や看護師、セ

ラピストといった専門家で構成され、輪になっ

てクライアントについて話し合うわけでありま

す。参加者たちの立場は、あくまでも対等とい

うのがオープンダイアローグの原則でありま

す。ですから、医者は白衣を着てはいけませ

ん。また、先生という呼び名もしてはいけませ

ん。また、クライアントの意見も他者の意見も

否定し合うことがあってはいけません。あくま

でも対等ということであります。これをまず

ミーティングというんですね。

ミーティングを15分ぐらいしたら、今度は専

門家たちの話合いに戻す。これをリフレクショ

ンというそうです。反省ということなんでしょ

う。医者とか看護師とか、専門家たちが３人お

れば、その人たちに話を持っていくんです。そ

の３人だけで、今、話し合ったことについて、
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またいろいろ話し合う。こちらのクライアント

や友達とか家族の人たちは、それをじっと見て

いるだけなんです。

そのリフレクションという会議が10分か15分

ぐらいで終わったら、またこっちのミーティン

グに戻す。そして、今の専門家たちの話合いを

基礎にして、また話し合う。ミーティングとリ

フレクションというのを交代交代にやるんで

す。それを１時間ぐらいやる。これを４～５回

やると、大体みんな治っていくというんで

す。80％の人に効果があって、70％の人は薬が

要らなくなるというんです。

なぜ治るのかというと、私もいろいろ本を読

んだけれども、よく分からない。とにかく自分

を客観視できるようになるからじゃないのかと

言われております。というのも、これに参加し

たクライアント以外の人たちにも、実はどうも

効果があるみたいで、今までと考え方が随分変

わると言っているんです。有名な精神科医の斎

藤環さんという人も、「私もオープンダイア

ローグに参加して、やっと精神科医になれた」

と言っております。

このオープンダイアローグについて、福祉保

健部長のお考えをお聞かせください。

また、不登校の支援にも有用だと思われます

ので、教育長のお考えをお聞かせください。

私も２年前○福祉保健部長（渡久山武志君）

に議員からお話を伺って、興味を持って本を読

ませていただいたことがございます。

２名以上の治療チームと本人、家族、それか

ら関係者が同席した状態で、対話を中心に治療

を進めていく心理療法の一つであると理解いた

しました。

この対話実践に必要とされている様々な要素

というのは、介護あるいは福祉、そういった現

場で行われる対人援助に必要とされるケース

ワークの原則と共通する部分もかなりあるなと

感じたところであります。

また、ひきこもり支援では、家族や本人の話

を聞いて、背景にあります思いを理解しようと

努めて、その上で少しずつ信頼関係を構築し

て、支援のゴールというのは、支援者が決める

のではなくて、本人の意向に沿って決めていく

ということになります。そういったプロセス

に、私、専門的なことまで詳しくは分かりませ

んが、この支援過程にオープンダイアローグが

有効であると言われるようですけれども、何と

なく理解できるような気がするところでありま

す。

議員から御紹介い○教育長（黒木淳一郎君）

ただきましたオープンダイアローグにつきまし

ては、私は今回、初めて学ばせていただきまし

た。

現在、学校では、生徒の自立を促す方法の一

つとして、複数の生徒が対等な立場で自由に発

言し、どの発言も否定しないといった、お互い

を認め合う取組を行っております。この取組

は、不登校を経験した児童生徒に対しまして

も、共感的な人間関係を築く力の育成につな

がっているとの報告を受けております。

したがいまして、複数の人との対話を重視し

たオープンダイアローグの手法につきまして

は、将来、児童生徒に社会とのつながりを持た

せるという意味におきまして、不登校支援の参

考になるものと考えております。

この答えをもらって私もびっ○井本英雄議員

くりしました。オープンダイアローグそのもの

も既に実践しておられるということでありまし

て、本当にそのとおりであります。ありがとう

ございます。
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このオープンダイアローグは有効であるとい

うことは分かってきたのでありますが、何しろ

みんなが一斉にそろわないといけない、そして

また時間もかかる、おまけに保険も利かないと

いうことで、なかなかこれを実践できないとい

う障害があります。何とかこれを形あるものに

していただけないかと思うのでありますが、福

祉保健部長、お願いいたします。

オープンダ○福祉保健部長（渡久山武志君）

イアローグを日本に紹介しました、先ほど出ま

した斎藤環氏によりますと、フィンランドで４

年間トレーニングを受けられた医師でも、オー

プンダイアローグの国内での実践においては、

慎重に事例を選んで、試験的になされていると

いうことでございました。

また、支援を必要とする方々の心身の状態に

よりましては、慎重なアプローチを必要とする

ケースもあるとお聞きしておりまして、オープ

ンダイアローグの実践に当たっては、一定の知

識や技術の必要性があるように理解しておりま

す。

まずは、関係者の方々に、オープンダイア

ローグを活用した対話的支援方法について関心

を持っていただき、知見を深めていただくこと

が必要であろうかと思っております。

どうもありがとうございまし○井本英雄議員

た。

それでは次に、鹿児島県警のメディア捜査に

ついてお聞きいたします。

この事件のてんまつは皆さん御存じだと思い

ますが、簡単に説明しますと、鹿児島県警の元

部長が内部告発をしようとして、ネットメディ

アに情報を送ったことが情報漏えいに当たると

して、メディアの家宅捜索に入って、そして、

その証拠を基に、部長が逮捕されたという事件

であります。

情報漏えいに当たるかどうかについては、既

に刑事事件として公判中でありますので、こち

らについて、私は何も申し上げることはありま

せんが、私が問題としたいのは、鹿児島県警が

メディアに家宅捜索に入って情報源を差し押さ

えたことが、憲法21条、報道の自由、表現の自

由に抵触するのではないかということでありま

す。

今回のように、取材源が明らかになれば、今

後、情報を提供する者がいなくなるおそれがあ

ります。自身の立場を危うくしてまで、社会公

正のために内部情報を公にしようとする人がい

なくなるからであります。

最高裁も2006年の判決で、「取材源の秘密

は、取材の自由を確保するために必要なものと

して、重要な社会的価値を有する」として、Ｎ

ＨＫ記者の取材源秘匿の権利を認めておりま

す。そんなことで、公権力も強制力をもって取

材源を開示させるようなことは控えてきた経緯

があります。今回の行為は、そうした慣例を毀

損するものであると私は思います。今回のよう

に、報道機関を捜索し、押収した資料を基に公

務員を逮捕した事例はないのではないかなと思

います。

また、今回の事件について、大手の報道機関

があまり取り上げないことに私は疑問を感じて

おります。今回の対象は、ネットメディアとい

う本当に弱小のメディアでありますが、これが

アリの一穴となって、表現の自由、報道の自由

が侵害される可能性があります。

私は学生時代、２年間、世界を放浪したこと

がありますが、南アメリカのボリビアと中東の

アフガニスタンで、何も悪いことをしたわけ

じゃないんですが、警察に捕まったことがあり
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ます。そのとき感じたことは、ともかく後進国

は人権無視、人権保護なんていうのはないとい

うことでありました。日本は先進国であり、人

権は守られていると言われますが、これも先人

たちの御苦労の上にあることであります。これ

を私たちはこれからも守っていかなければなら

ないと思っております。

鹿児島県警のメディア捜索差押えは憲法の表

現の自由及び報道の自由を侵害しているのでは

ないかと思いますが、本部長の御意見をお聞か

せください。また、宮崎県警は、このような場

合、人権にどのように配慮しているのかお聞か

せください。部長、お願いいたします。

１つ目のお尋ね○警察本部長（平居秀一君）

につきましては、他県警察の捜査の内容につい

てコメントする立場にありませんので、回答を

控えさせていただき、２つ目のお尋ねについて

お答えいたします。

本県警察におきましては、逮捕や捜索差押え

等の強制処分は、個々の事案の具体的な事実関

係に即して、法と証拠に基づき、その要否や可

否を適正に判断し、実施しております。

さらに、捜査の心構えなどを定めた国家公安

委員会規則である犯罪捜査規範の第２条第２項

及び第３条に規定のとおり、捜査を行うに当

たっては、個人の基本的人権を尊重し、かつ公

正誠実に捜査の権限を行使するとともに、警察

法、刑事訴訟法などの法令や規則を厳守し、個

人の自由及び権利を不当に侵害することのない

よう、最大限の配慮をいたしております。

ありがとうございます。よろ○井本英雄議員

しくお願いいたします。

次に、用水路上の道路崩壊についてお聞きい

たします。

延岡市に下三輪町というところがあります。

ここは、実は私が今、住んでいるところなんで

すが、そこに県道が走っておりまして、その県

道に穴が空いたんです。そうしたら、下に、川

から田んぼに水を引く用水路が走っていた。そ

こに穴が空いたものですから、県のほうは、水

利組合にそれ相応の負担をしろと言ってきたわ

けです。それで、私と工藤議員の２人で土木事

務所に行ったけれども、どうもらちが明かな

い。結局は部長のところまで行ったんですけれ

ども、やっぱり同じことを言うんです。

どういうことかというと、彼らの言い分はこ

うなんです。水利組合は、国有地の中に水利権

として用水路を占有しているんだと、占有して

いるあなたたちも、占有物に対しては管理義務

があるんですよと、だから、壊れた分だけ負担

してくださいと、こういう理論なんです。

私はえーっと驚いたんです。一体何のために

水路の上に蓋をしたのか。車を通すためじゃな

いのか。用水路として水を通すためだけだった

ら、何も上に蓋をすることはない。開口したま

までもいいわけです。蓋が壊れたのは車が通っ

たせいじゃないのか。もし維持管理しろと言う

なら車を通さないのが一番いい。私は絶対水利

組合が負担すべきじゃないと主張したんです。

というのは、延岡市には、岩熊井堰というの

が五ヶ瀬川の上のほうにありまして、そこから

用水路が市内を、それこそ西から東にずっと10

本ぐらい通っているんです。今、蓋が全部かぶ

せてあるんです。その上に国道も走っている

し、県道も走っているし、市道も走っている。

いずれまたこれと同じような問題が起きるん

じゃないか。そのときに、これを先例としても

らっては困る。だから、絶対認めてはいけない

と私は主張したわけであります。そうしたら、

何か月間かほったらかしにされましたけれど
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も、県土整備部のほうも、予算を早く執行しな

いといけないのか、結局こちらの負担なしで

やっていただきました。

めでたし、めでたしでありますけれども、決

着はついていないんです。それで、今日このよ

うな質問をするわけであります。このような事

例においては、道路管理者が費用を負担すべき

ではないかと思うのでありますが、県土整備部

長のお考えをお聞かせください。

道路敷内に埋○県土整備部長（桑畑正仁君）

設されました用水路の復旧につきましては、事

前に協議を行い、復旧方法を定めております。

その際に、水路の構造や埋設位置等の個別の

事情から水路管理者による復旧が困難であると

認められる場合は、道路構造物として、道路管

理者が復旧を行うこととしております。

しかしながら、過去に設置された用水路の中

には、時間の経過とともに、復旧について事前

の取決め等が不明なものがあり、対応に苦慮す

る事例も見られます。このような場合につきま

しては、水路管理者をはじめ、関係者の意見を

伺った上で、埋設された経緯、用水路の形状、

状況などを個別の案件ごとに総合的に判断し、

どちらが復旧を行うかを決定することとしてお

ります。

よろしくお願いいたします。○井本英雄議員

最後に、地元の課題について、るる質問した

いと思います。

経営体育成基盤整備事業というらしいです

が、その沖田地区の進捗状況について、農政水

産部長にお伺いします。

経営体育成基○農政水産部長（殿所大明君）

盤整備事業の沖田地区につきましては、受益面

積131ヘクタールにおいて、高収益作物への転換

やスマート農業の推進を図るため、圃場の区画

拡大や、農道、用排水路の整備を行う計画とし

ております。令和２年度の事業採択以降、基本

計画や換地計画の策定を進め、このうち、換地

計画の同意取得を終えた地域においては、順

次、実施設計に着手しています。

現在、実施設計が完了した一部地域について

は、工事に伴う地元との作付に関する調整が整

い、今年度中の工事発注に向けた準備を進めて

いるところです。

今後とも、市や土地改良区など関係機関と連

携しながら、早期完成に向けてしっかり取り組

んでまいります。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

次に、安賀多通線構口工区と平原工区の進捗

状況及び構口工区の完成時期について、県土整

備部長にお伺いします。

安賀多通線は○県土整備部長（桑畑正仁君）

渋滞対策や通学路の安全確保のため、南延岡駅

前交差点付近から北側の970メートル区間を構口

工区として、南側の840メートル区間を平原工区

として整備を進めております。

構口工区は、用地取得が完了しており、下水

道を管理する延岡市や電線管理者などと調整を

行いながら、拡幅工事を実施しております。

また、平原工区は、現在、測量や設計などを

実施しており、今後、取得する用地の調査を予

定しております。

構口工区の完成時期は、予算の確保や管理者

間の工事調整の影響が大きく、見通すことは困

難ですが、引き続き早期整備に向け取り組んで

まいります。

よろしくお願いいたします。○井本英雄議員

次に、国道10号延岡南部地区 土々呂地区―

の渋滞対策について、県土整備部長にお願いい

たします。
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南部地区は、延岡市－日向市間で唯一の２車線

区間となっており、これまでに渋滞対策とし

て、交差点での右折レーンの設置や信号機の表

示時間の調整などが実施されてきましたが、依

然として、朝夕を中心に渋滞が発生している状

況にあります。

このため、先月も、市長会や町村会と共に、

国土交通省、財務省に対し、将来の２車線化を
※

見据えて、部分的な道路改良などを行うよう要

望したところです。

県としましては、引き続き、国や地元自治体

と連携し、様々な機会を通じて、対策の実現に

向けた協議を進めてまいります。

ありがとうございます。議会○井本英雄議員

のほうも本当にやらないといけないと思いま

す。よろしくお願いします。

それから次に、長浜・方財海岸の保全におけ

る取組状況について、県土整備部長にお伺いし

ます。

長浜・方財海○県土整備部長（桑畑正仁君）

岸につきましては、これまで五ヶ瀬川河口の導

流堤において、袋詰め玉石によるかさ上げ工を

実施し、延岡新港では、海岸から港へ流れ込む

砂を抑制するために、防砂堤の整備を進めてお

ります。

また、延岡新港のしゅんせつ土砂を用いた大

瀬川河口周辺の養浜を引き続き行っており、昨

年度は、国が掘削した五ヶ瀬川の堆積土砂を長

浜海岸の浜崖箇所に活用したところです。

さらに、今年度は、定期的に行っている測量

の結果を用いて、海岸一帯の砂の移動状況を解

析する予定です。

今後とも、専門家の意見を伺うとともに、地

元の皆様との意見交換会を行いながら、関係機

関と連携して、砂浜の保全に取り組んでまいり

ます。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

それで、地元の人たちは、ぜひとも知事に来

ていただいて意見交換会をしたいと言っておる

んですが、知事のお考えをお聞かせください。

長浜・方財海岸につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、令和元年12月に直接、私も地元の代

表者から御意見を伺ったところでありまして、

地元の皆様にとりましては、切実な課題である

と受け止めたところであります。これを踏まえ

て、担当者から取組状況を確認し、今、部長が

説明しましたような内容について、丁寧に地元

の皆様に説明するよう指示をしたところであり

ます。

また、令和４年５月には現地に赴き、海岸の

状況も確認しております。砂浜の保全には、長

期的に砂の移動状況を把握することが重要であ

りますので、海岸の専門家に意見を伺いなが

ら、測量や調査などの取組を続けているところ

であります。

これまでも意見交換会を定期的に開催してお

りますので、今後、機会を見て、地元の皆様の

御意見を伺いたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○井本英雄議員

最後に、延岡市が救急医療への活用を検討し

ている「空飛ぶクルマ」について、県の受止め

を福祉保健部長にお伺いいたします。

「空飛ぶク○福祉保健部長（渡久山武志君）

ルマ」は、都市部での送迎サービスや、離島・

山間部での移動手段などへの利活用を期待され

ておりまして、国内外で機体の開発が行われて

おります。

2025大阪・関西万博では、来場者を乗せて運

ぶ商用運航が計画されておりましたけれども、

※ 218ページに訂正発言あり

令和６年12月２日(月)

- 217 -



令和６年12月２日(月)

機体の安全性の証明に係る手続に時間を要し、

デモ飛行のみを行う予定と伺っております。

県としましては、救急医療への活用を考えま

した場合、機体の性能、導入や運航に要する費

用などについて不明な部分も多いことから、国

全体での実用化の動向も踏まえつつ、延岡市の

今後の取組を注視したいと考えております。

先ほどの国○県土整備部長（桑畑正仁君）

道10号の答弁の中で、誤って「将来の２車線

化」と申し上げましたけれども、正しくは「将

来の４車線化」でございます。ここで訂正いた

します。

本当にありがとうございまし○井本英雄議員

た。私も時間が足りないんじゃないかと随分急

いでしゃべったせいか、ちょっと時間が余った

ぐらいでありました。これで終わりたいと思い

ます。ありがとうございました。（拍手）

次は、岩切達哉議員。○濵砂 守議長

〔登壇〕（拍手） 県民連合立○岩切達哉議員

憲、立憲民主党の岩切達哉でございます。本議

会16人目となります。これまでの各議員の数多

くの質問の中で、広範な県民の課題、願いに対

して、しっかり取り上げて、それに対して、執

行部が十分な答弁をされているところに接しま

して、改めて敬服しておるところであります。

何より先ほどベテランの見識に触れることがで

きました。任期中にあと２～３回聞きたいとい

うふうにも思ったところでありますけれども、

執行部はそう思っていないかもしれません。私

もしっかり務めさせていただきたいと思います

ので、御理解いただきたいと思います。

それでは、通告に基づき質問に入ります。

知事は来年度予算編成方針において、社会減

を抑える取組を重点施策とする方針とされまし

た。私は、人口減少対策、社会減対策のため

に、魅力ある就労、働きやすい職場環境を用意

することが大変重要であると訴えてきた一人と

して、その方面の取組強化を強く願うところで

あります。

知事自身、脇谷議員の質問に、社会減対策に

は魅力ある雇用が大事と答弁されました。まさ

に、宮崎県で働き、生活していく何人にとって

も大事な課題でもあります。

県内企業のほとんどは中小企業であって、４

万9,000社余り、被雇用者44万人ということで、

魅力ある雇用実現は、大きな視点での取組が必

要になると思います。

まずは、この「若者・女性を重視した人口減

少対策の強化」を予算編成方針に特に取り上げ

られた知事の社会減対策に対する問題意識につ

いて、最初に伺いたいと思います。

さらに、商工観光労働部長に伺います。

県内企業の賃金水準向上に、公的な支援、取

組が欠かせないところであります。そこで、直

接に賃金水準の向上を支えるために、国が準備

する業務改善助成金を活用する以外に、賃金引

上げを支援するものはないのかを調べますが、

係る具体的な施策を発見することはできません

でした。国の制度に加え、県での上乗せ、横出

しの支援事業はないのか、部長に伺います。

壇上から最後に、2023年３月に、県内の高校

卒業生9,129人のうち、1,489人が県内就職した

と学校基本調査にありました。高校卒業時に就

職を選択する比率は、卒業生の25％ということ

で、全国７位の高い比率にあります。このう

ち、県内に就職するのは63.8％ということで、

これが1,489人でありまして、この地元就職率は

全国44位であります。

就職希望率が高いということが、進学を諦め

るような家計が背景にあるとすれば、それはそ
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れで課題になるところですが、それは今回取り

上げておりません。

後日議論することといたしまして、いずれに

いたしましても、就職希望者のうち、県内就職

率は低いという中で、全国平均の地元就職率で

ある82％という数字を目標にしていくとした

ら、あと何人分の就職先が必要なのでしょう

か。そして、その人数分の就職先は県内に確保

できるものなのか、県内就職率を引き上げるた

めに、どんな努力が私たちに求められると考え

るのか、教育長に伺いたいと思います。

以下の質問は質問者席より行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。若者・女性を重視した社会減対策の強化に

ついてであります。

私は就任以来、人口減少問題を県政の最重要

課題と捉え、地方創生の取組をはじめ、様々な

対策を講じてまいりましたが、出生数や合計特

殊出生率は過去最低水準に落ち込むなど、少子

化・人口減少の進行は一層加速しております。

一方で、全国的にも高い出生率や第２子以降

の出生割合等は本県の強みであり、これらをさ

らに伸ばすため、現在、子ども・若者プロジェ

クトを本格展開し、結婚・子育て支援や男性の

育児参加の促進等に努めております。人口戦略

会議や将来世代応援知事同盟サミットでも重要

な視点という指摘がありましたように、本県に

おいても改めて、流出の著しい若者や女性の県

内定着を図ることが不可欠であるとの思いを強

くしたところであります。

このため、来年度の重点施策においては、若

者・女性の視点に立った社会減対策を柱の一つ

に掲げ、若者や女性が生き生きと活躍できる環

境づくりを強化することとしたものでありま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（川北正文君）

お答えします。中小企業の賃金引上げ支援につ

いてであります。

若者や女性の都市部への流出が進み、県内中

小企業の人材不足が続く中、企業の魅力を高

め、その活性化を図るためには、働きやすい職

場環境の整備はもとより、賃上げの実現が大変

重要であると認識しております。

このため県では、国の業務改善助成金制度の

活用について広く周知しているほか、生産性向

上のための設備投資や新事業展開などによる稼

ぐ力の強化、また、適正な価格転嫁の実現に向

けた機運の醸成など、賃上げに向けた支援施策

を積極的に行っております。

本県の賃金水準は、全国と比較すると、いま

だ厳しい状況にありますが、今後とも、国や関

係団体等と連携して、持続的な賃上げにつなが

るよう、しっかりと支援してまいります。以上

であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えし○教育長（黒木淳一郎君）

ます。県内就職率引上げの取組についてであり

ます。

令和５年３月末の高校生の県内就職者数は、

議員からも御紹介がありましたように1,489名で

あり、御指摘の約２割増えた場合は1,914名とな

り、425名分が必要となります。その時点で、県

内企業からは4,405名分の求人がありましたの

で、就職先の受入れの数としては十分と受け止

めております。

また、平成27年３月に県内就職率が54.0％と

過去最低を記録し、県議会でもその改善を取り

上げていただきました。その改善に向けて、就

職支援エリアコーディネーターによる学校と企

業の結びつきの強化や、宮崎労働局や関係機関
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等と連携した企業見学会、インターンシップ、

企業説明会等の取組を進めた結果、県内就職率

は年々上昇してまいりました。

今後とも、児童生徒の発達段階に応じたキャ

リア教育の充実を図りながら、宮崎を支える人

材の育成に取り組んでまいります。以上であり

ます。〔降壇〕

御答弁それぞれありがとうご○岩切達哉議員

ざいました。特に教育長におかれましては、県

内企業からの求人、その半分ほどであるという

状況が分かりました。そのこと自体も大きな問

題というふうにも認識するところであります。

この県内就職率の問題は、例えば県内の9,000

人余の高校生が全てにおいて豊かで、そして十

分な学力を持っていて、いずれもが大学等に進

学されるとすれば、県内、また県外を含めて就

職される方の数が減る。そういう理屈の中での

率でありますので、トータル的に宮崎県の若者

たちという視点でこの問題を捉えて議論してい

かなきゃならないと思うところであります。

さて、総合政策部長に伺いたいと思います。

宮崎大学にある産業人財育成プラットフォー

ムが今年３月に提出された報告書、「若者の県

外流出要因等調査の結果について」を拝見いた

しました。若者は、大学卒業者も高校卒の若者

も、まず就職先の選択理由に、給与水準を第１

の理由としていましたけれども、この内容を読

まれて、取り組むべき課題をどう捉えている

か、担当部長としての所見を伺いたいと思いま

す。

この調査○総合政策部長（重黒木 清君）

は、若者の就職に対する価値観や就職活動の状

況等を把握することを目的に、県内外の学生や

社会人、企業を対象に実施されたものでありま

す。調査結果によりますと、若者が就職先を選

ぶ際に重視するのは、給与水準に加え、働きや

すい職場環境の整備であり、人材確保のために

は、各企業において、これらを充実させること

が大変重要であると考えております。

また、大学生等は、主にインターンシップを

就職活動に活用していることから、県内企業の

取組を強化していくことが大きな課題であると

認識しております。

このため、産学金労官で構成する産業人財育

成プラットフォームにおきまして、これらの課

題を共有し、若者の県内定着に向け、県内企業

の処遇改善を促すとともに、インターンシップ

のさらなる強化など、連携した取組を進めてま

いります。

最初の質問は、社会減対策を○岩切達哉議員

来年度、大きな方針とされる予算編成方針の問

題でございます。その方針に従って施策を検討

するに当たっては、一度県外の大学や専修学校

等に進学した若者が、宮崎県に戻って就職する

ことを促進するということだと思います。

宮崎県に戻ってきて就職する実態を把握する

という点については、大事なポイントと考えま

すが、今日午前中の山内いっとく議員の質問と

重なりますけれども、実情の把握について、取

組に対する商工観光労働部長のお考えを伺いた

いと思います。

本県にお○商工観光労働部長（川北正文君）

いては、毎年多くの若者が県外の大学・企業等

へ進学・就職しており、社会減の大きな要因と

なっております。

県では、こうした若者のＵターン促進を図る

ため、ＳＮＳ等を活用した県内企業の情報発信

や県内外での就職説明会の開催、総合相談窓口

の設置、また、県内でのインターンシップ等へ

の参加に要する交通費等の一部補助など、様々
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な取組を行っております。

一方で、県外に転出した若者については、そ

の後の状況把握が困難であるという実情もあり

ます。

議員御指摘のＵターンに関する実態を把握す

ることは、社会減対策につながる重要な視点で

あると認識しておりますので、今後、他県の調

査事例の情報収集等を行いながら、課題として

研究してまいります。

教育長、そしてまた、各部長○岩切達哉議員

から御答弁いただきました。

宮崎県では、20歳代の結婚が多く、第３子、

第４子を産んでいただいていることが出生率を

高くしている一方で、第１子出生率は全国より

も低く、マイナスになっているという特徴を

持っているとのことであります。要は、若年女

性が県外に出ていっているので、数が少ないこ

とが課題という指摘でございます。

女性に宮崎県に残っていただく、またＵター

ンしていただくために、地域に働きたいと思う

職場をつくること、若者の男女を問わず、正規

雇用の場をつくることが大事だと私は思うとこ

ろです。若者の処遇改善、これ以上、都市部と

の格差を拡大させない、また少しでも格差が縮

むように施策を打たなければなりません。

石破内閣も、春闘での賃上げを要請すると

か、地方創生事業については、その視点を大事

にというふうに求めておられます。そのよう

に、大事なのは、直接に県内における賃上げ、

給与水準向上の努力と考えます。

徳島県は、最低賃金を大幅に引き上げること

で有名になりましたけれども、知事の活躍が

あったと伺いますし、その徳島県では、中小企

業に賃上げ原資を補助しているということであ

ります。

知事に伺いますけれども、来年度予算編成に

おいて、魅力ある就労、働きやすい職場環境を

用意する目標で、どのような事業に取り組むの

か、御答弁いただければと思います。

出会い・結婚、子育て○知事（河野俊嗣君）

支援の充実に加え、若者・女性の社会動態を改

善することが、少子化・人口減少対策において

極めて重要でありまして、改めて、自然減・社

会減の両面から、重層的に対策を講じる必要性

を強く認識しております。

若者や女性が本県を離れる背景には、個人の

価値観はもとより、地方においては生きづらさ

も感じるというようなところ、さらには進学や

就職の選択など、様々な要因が絡んだ問題であ

りまして、複雑に絡み合っているそれらの課題

を解決するためには、多様なアプローチによる

息の長い取組が必要となります。

現在、来年度当初予算に向けて、子育て中の

職員等の意見も取り入れながら、安定的な収入

の確保や多様な働き方の実現につながる産業の

振興、魅力ある雇用の創出をはじめ、移住・定

住の促進、若者や女性の活躍に向けた機運醸成

など、あらゆる観点から部局横断的に事業構築

を進めているところであります。引き続き、市

町村や企業、関係団体等と一体となって、若者

や女性に選ばれる宮崎づくりに全力で取り組ん

でまいります。

知事が展開されております子○岩切達哉議員

育て支援、結婚支援、そういった側面では十分

に取り組んでいただいているという意味で伺っ

ておりますし、尊重させていただいております

けれども、先ほど申し上げましたように、県内

と県外との給与水準を見て、若者が県外を選ん

でいる。そのことが人口流出につながってい

る。彼らが言うには、第１の理由は給与水準だ
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とアンケートで答えていらっしゃいます。

過去からその議論はあったんですけれども、

それに対して具体的な施策が取られてきたかと

いうと、この間、不十分であったと言わざるを

得ません。企業に対し、賃金の課題で直接関与

することの困難さがあるというふうには思いま

す。でも、人口減少対策上、ほっておけないと

いう状況になりました。

先ほど徳島の例を取り上げました。若者・女

性に県内に残っていただければ、活力も生まれ

ますし、経済も動く。若者が物を買う、次世代

を育む、地域を支えるなど、公が一定の支援を

することで得られる効果、地域創生に貢献する

投資効果があると強く思うところでありますの

で、ぜひ来年度の施策について、しっかりと取

り組んでいただきますようお願いすると同時

に、期待を申し上げたいと思います。

次の質問に移りたいと思います。高等特別支

援学校のことを伺います。

平成31年に当時の四本教育長に高等特別支援

学校の質問をして、はや６年が経過いたしまし

た。高等特別支援学校とは何かをしっかり御理

解いただいた上で、保護者の皆さんや子供たち

には選択いただきたいと思いますが、周知につ

いて、どのように行われていますでしょうか。

また、令和８年度の開設に向けて、今の段階

で募集要領や選考方法など、どう定めているの

か、教育長に伺いたいと思います。

高等特別支援学校○教育長（黒木淳一郎君）

は、知的障がいの生徒を対象とし、高等部のみ

を設置する特別支援学校であります。

周知につきましては、県のホームページに動

画や学校説明資料を掲載するとともに、県内４

地区６会場で学校説明会を開催したところであ

ります。

募集定員や選考方法等につきましては、令和

７年度７月に入学者募集要綱において告示する

予定であります。

募集要綱の告示後は、入学を希望する生徒に

適切な進路指導が実施されるよう、各学校及び

関係機関等へ丁寧な説明を行ってまいります。

この高等特別支援学校は、令○岩切達哉議員

和８年度、そして令和９年度と順次スタートし

ますけれども、開校前から期待は高いところで

あります。

知的障がいの程度が軽度である生徒が企業就

労を目指して学ぶ高等特別支援学校において、

宮崎県では、どのような教育、運営を予定する

のか、お聞かせいただきたいと思います。

高等特別支援学校○教育長（黒木淳一郎君）

では、各教科に加え、農業や福祉などの専門教

科を学ばせることとしております。

また、学校での学習と企業での実習を繰り返

す、デュアル教育システムの導入を検討してお

ります。

さらに、交流や共同学習を推進し、近隣の高

校と計画的に行事や学習を行い、互いの理解を

深めていく共生社会を目指してまいります。

実は、特別支援学校の高等部○岩切達哉議員

を卒業する子供さんの保護者から、高校卒業資

格が得られないんですよということで、高等特

別支援学校を宮崎にもという希望があったとい

うのが６～７年前の話なんですけれども、今、

設立が準備されている高等特別支援学校におい

ても、高校卒業資格というものは、カリキュラ

ムの関係上、ないということを伺いました。

そういうものだということを十分に理解いた

だいて、その上で選択していただくということ

を重ねてお願いしたいと思いますし、高等特別

支援学校を卒業するお子さん方、就職されてい
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く子供たちが身につけた力を、企業にしっかり

と受け止めていただけるように、これから準備

いただくということをお願いしたいと思いま

す。

ところで、現在、知的障がいのある者への技

能や職業習慣等の習得が目的とされている、県

立産業技術専門校高鍋校販売実務科がございま

す。高等特別支援学校との役割分担について、

教育長に伺いたいと思います。

高等特別支援学校○教育長（黒木淳一郎君）

は、卒業後の一般就労につながる専門教科等を

学び、職業的自立を目指してまいります。

また、県立産業技術専門校高鍋校販売実務科

は、知的障がい特別支援学校の卒業生等が、職

業訓練を希望する場合や離職した場合の学び直

しの機会として入校している状況にあります。

それぞれがそこに存在してお○岩切達哉議員

りますので、役割分担をしっかりとお願いした

いと思います。

話題を替えまして、次に、県立高校の配置の

問題でありますけれども、宮崎県立高等学校教

育整備基本方針（中間見直し）の素案報告が今

議会でなされることになっておりますが、その

検討されてきたものについて報告いただきたい

と思います。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、今年度、外部有識者等から構成される学校

教育計画懇話会や産業教育審議会等で御意見を

伺いながら、方針改定の素案を作成しておりま

す。

主な検討状況といたしましては、少子化が進

む中、中学校卒業者数の見込みを踏まえた各地

区の募集定員の見通しが今後４年間も適切であ

るか、また、学科等の方向性においては、今、

学校で研究しているその在り方や特色ある教育

活動が反映されているか等を検討しておりま

す。

今後はパブリックコメントを実施し、その御

意見を踏まえながら改定を進めてまいります。

高校は高等学校というぐらい○岩切達哉議員

でありますので、十分な子供の数、生徒の数が

必要な場所だと思うところであります。長い時

間の議論が必要になる課題もありますので、ぜ

ひそういった点については、早めに問題提起い

ただければというふうにも思うところでござい

ます。

続いて、青少年の教育施設ですが、県北にあ

ります、むかばき青少年自然の家は、現在、予

算をかけて大改修が行われていると伺いますけ

れども、その目的と、改修を経てどのような活

用を予定しているのか、福祉保健部長に伺いま

す。

むかばき青○福祉保健部長（渡久山武志君）

少年自然の家は、開所から41年が経過しまし

て、老朽化によります外壁のひび割れや塗装の

劣化、屋内の雨漏りなどが見受けられますこと

から、施設の長寿命化を図り、利用者の安全を

確保するため、現在、外壁の改修等を行ってお

ります。

改修後もこれまでと同様に、行縢山の登山で

すとか天体観測ドームの活用などで、施設周辺

の豊かな自然環境を生かした特色あるプログラ

ムを用意いたしまして、青少年を中心とした多

くの県民に利用していただきたいと考えており

ます。

県内に３か所あります青少年○岩切達哉議員

自然の家については、その在り方について、９

月議会の決算特別委員会の厚生分科会で熱心な

議論があったと伺っております。

青少年自然の家は、全国的には減少しつつあ
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るという状況と承知しておりますが、その在り

方をどう検討していく予定なのか、お聞かせい

ただきたいと思います。

加えて、過去の私からの質問で、支援学校児

童生徒の利用も可能となるよう、バリアフリー

の対策も求めたところでありますけれども、ど

こまで進捗しているか、福祉保健部長に伺いま

す。

青少年自然○福祉保健部長（渡久山武志君）

の家につきましては、９月の決算特別委員会の

分科会におきまして、教育や施設の管理など幅

広い観点から、施設の在り方について検討する

よう御意見をいただいたところです。

県としては、現在の指定管理期間であります

令和10年度までの間に方向性をまとめる必要が

あると考えており、今後、具体的なスケジュー

ルを立て検討してまいります。

また、施設のバリアフリー化につきまして

は、青島では階段昇降機の設置、むかばきでは

身体障がい者用風呂の脱衣室改修、御池では段

差解消のためのスロープ改修などを行っており

まして、施設ごとに可能な範囲で順次進めてい

るところであります。

引き続き御議論いただきたい○岩切達哉議員

し、議会への丁寧な報告もお願いしたいという

ふうに思っております。

次の課題でございます。労働者支援、関連す

る子育て支援について質問させていただきま

す。

最初に、建設業界において、働き方改革、総

労働時間の抑制の視点から、週休２日制の導入

が進行しています。建設業に従事する労働者の

賃金について、日当制で計算されることがある

と存じております。週休２日制の進捗によって

収入減少にならないようにすることが求められ

ているところでありますが、現在の取組実態を

県土整備部長に伺います。

建設産業が持○県土整備部長（桑畑正仁君）

続的に発展していく上で、現場労働者の処遇改

善や週休２日などの働き方改革の取組が大変重

要であります。

日給制労働者の収入維持については、現場労

働者の処遇改善等を目的として、年間を通した

工事量の安定を図る施工時期の平準化に取り組

んでいるところです。また、公共事業従事者の

賃金の実態を調査し、12年連続で設計労務単価

を引き上げており、受注者に対しては、現場労

働者の適切な賃金水準の確保や引上げを文書で

要請しております。

今後とも、関係団体と連携して、日給労働者

を含む建設産業従事者の処遇改善に取り組んで

まいります。

建設業界では、現場が遠方で○岩切達哉議員

あれば、家を出る時間も早い傾向にあります。

同様に、早朝出勤が求められたり、交代勤務職

場など、あらゆる職業において、労働者の就労

時間は定型的ではなくなっています。

このような状況下で、労働者への子育て支援

の課題でありますけれども、保育所の利用に際

し、保育時間の開始・終了時間に関しての実情

はどうなっているか、福祉保健部長に伺いたい

と思います。

県内の保育○福祉保健部長（渡久山武志君）

施設では、おおむね朝７時から夕方６時まで

の11時間を標準的な開所時間としておりまし

て、その後さらに保護者の就労状況等に応じた

延長保育を実施しております。

現在、保育士の確保に各施設とも非常に苦労

しておりまして、特に朝夕の時間帯は厳しい状

況にあると伺っております。
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このような中で、朝７時以前の保育について

は、現在、ニーズも不透明であり、保育士等を

配置し、子供を受け入れることは、非常にいろ

いろな課題が多いと認識しております。

課題が多いんですね。でも、○岩切達哉議員

現場はそういうふうに労働者の勤務時間が変化

している。

私の実体験として、父子家庭のお父さんが、

建設現場に８時までに行かないといけないとい

うことで、６時半に保育所にお連れする。私の

連れ合いがそこの職員だったものですから、聞

きますと、保育園長が特にその方だけというこ

とでお預かりしていたというような話を聞きま

した。いろんな境遇の方がいらっしゃると思い

ますけれども、どうしても労働者の勤務時間と

いうのは今多様になっておりますので研究いた

だきたいのと、もちろんお話にあったように、

保育労働者の問題も当然一緒に検討しなければ

ならない、このように思うところであります。

実は、その保育所と同じように、小学生低学

年において、出勤時間が早い保護者の都合で朝

の登校時間が早い児童にどう対応しているかと

いう課題であります。集団登校の待ち合わせ場

所で過ごしている児童がいたり、学校の門の前

で待っている児童がいるなどの状況を聞いたと

ころです。

「朝の居場所」という言葉が出始めました。

朝の居場所を確保すべき時代ではないかという

問題提起もいただきました。また逆に、帰宅が

遅い労働者の存在もありまして、日本一生み育

てやすい県への挑戦に当たって、この養育者の

悩みをどう支えるか、福祉保健部長に認識を伺

いたいと思います。

小学生の居○福祉保健部長（渡久山武志君）

場所の確保につきましては、現在、授業の終了

後から親が帰宅するまでの夕方のニーズが非常

に大きいことから、市町村が中心となって、放

課後児童クラブの拡充を進めております。

一方で、朝の時間帯に特化した取組は、現在

実施しておりませんけれども、地域において子

育て支援を行いたい方と支援を受けたい方を結

びつけるファミリーサポートセンター事業を活

用することで、朝、子供を預けている事例もあ

ると伺っております。

それぞれの家庭に応じて子育て支援を充実し

ていくためには、企業や地域も含めた社会全体

で応援する観点から、対応を考えていくことが

大切だと感じております。

ありがとうございます。○岩切達哉議員

次に、昨年度に児童相談所が受理した虐待相

談件数は1,791件で、高止まりの状況という答弁

を９月議会でいただいたところです。高止まり

で、なかなか減少しない、なくならない虐待で

すけれども、今日もどこかで子供が泣いてい

る、そんな数字であります。本当に心が痛みま

す。

虐待対応と同時に、虐待の防止の強化が絶対

に必要ということで、12月に入りましたが、11

月は児童虐待防止推進月間でございました。ど

のような取組が実施されたか伺った上で、昨今

の虐待に関する部長自身の現状認識と、虐待件

数削減の取組を福祉保健部長に伺いたいと思い

ます。

児童虐待防○福祉保健部長（渡久山武志君）

止月間におきましては、児童相談所と警察が合

同で立入調査等の訓練を実施いたしまして、迅

速な虐待対応について確認するとともに、メ

ディアやイベントを通じた広報啓発を行いまし

た。

また、児童相談所の児童虐待相談対応件数
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は、近年、高止まりの状況にありますため、虐

待の未然防止や早期発見・早期対応が重要であ

ると認識いたしております。

このため県では、広く県民を対象とした体罰

によらない子育ての推進に向けた研修や、児童

相談所虐待対応ダイヤル「189」の周知徹底を行

いますとともに、市町村が実施する乳児全戸訪

問事業等への支援や市町村こども家庭支援セン

ターの設置促進などに取り組んでおります。

子供が亡くなることもあるの○岩切達哉議員

が虐待でありまして、2022年度、虐待で亡く

なった子供の数は、こども家庭庁の集計では、

全国で72人ということであります。

宮崎県内では、2018年に発生した虐待死が最

後と伺いますけれども、これは、予期せぬ妊娠

の結果から、生まれたばかりの子供が犠牲と

なった事件であります。

実は、今年度施行の改正児童福祉法で、妊産

婦等生活援助事業が都道府県の事業に位置づけ

られました。この2018年の事件の経験を踏まえ

て、妊娠を誰にも言えず悩んでいるなど、そう

いう方がいれば、しっかり支えることが大事と

いう内容になりますが、宮崎県における妊産婦

等生活援助事業の取組について、福祉保健部長

に伺います。

当時の検証○福祉保健部長（渡久山武志君）

報告書では、若者への相談窓口の周知ですと

か、周囲の大人が気づき、必要な支援につなげ

られる地域づくり、教育機関と連携した性教育

が重要といった提言がございました。

県では、予期せぬ妊娠等に限定したものでは

ございませんけれども、性教育シンポジウムの

実施、相談窓口カード等によります広報啓発や

相談対応のほか、学校の性に関する指導の充実

などに取り組んでおります。

また、困難を抱える妊産婦等に一時的な住居

や食事の提供、その後の養育等に係る情報提供

を行います妊産婦等生活援助事業は、本県で

は、今年開設されました母子生活支援施設での

実施が想定されますけれども、まだ開設して間

もないため、まずは今後の運営状況を確認する

とともに、既に実施しております他県の取組等

についても把握に努めてまいります。

１件でも起きたらいけない、○岩切達哉議員

そういう考え方で虐待の防止・削減に御努力い

ただきたいと思います。

子育て支援に関連して最後の質問ですが、病

児保育・病後児保育の体制について伺いたいと

思います。

県の資料では、市町村事業が35施設、施設側

の自主事業が24施設とあります。これで病児保

育・病後児保育の体制は十分なのかということ

を伺いたいと思います。

そして、市町村の事業として行う施設と、施

設自ら行う自主事業というのがありますけれど

も、その違いは何なのかを知りたいという点

と、もしかして、実施主体は市町村なものです

から、財政状況次第で市町村事業と各施設の自

主事業というふうに分かれているのか、そう

いった点について、福祉保健部長から御説明い

ただきたいと思います。

病児保育事○福祉保健部長（渡久山武志君）

業は、子供が病気になった際や回復期に、家庭

での保育が困難な保護者に代わりまして、保育

士や看護師などが配置された保育所や病院の専

用スペース等で、一時的に子供を預かる事業で

ございます。

本県では、市町村からの委託により実施する

ものを市町村実施施設、それ以外のものを自主

事業施設といたしております。

- 226 -



令和６年12月２日(月)

なお、市町村実施施設において、どの程度の

量のサービスを提供するかにつきましては、当

該市町村が利用見込量を勘案し、決定している

ものと認識いたしております。

県としての認識は、各市町村○岩切達哉議員

が利用見込量を勘案して提供量を決めていると

いう理解だというのは致し方ないとは思うんで

すけれども、現実に、市町村事業、そして自主

事業という存在がある。35と24ですから、それ

もほぼ数的には遜色ない。つまりは、市町村が

これで十分と言ってしまうと、自主事業がどん

どん量が増える可能性もあるし、市町村に予算

をつけていただければ、自主事業というケース

は減っていく。そういう構図なら、そこに何か

課題があるんじゃないかなとも思うんですね。

現場の保育士さんたちは、幼稚園、保育園、

病院は必要だからこそ、頑張って今準備いただ

いているというふうにも理解できる課題であり

ますので、一度しっかりと見ていただいて、市

町村の御努力もあると思いますけれども、予算

が足りないからということであれば、そこに何

がしかの工夫をお願いしたいと思っています。

次に、職員の採用、労働条件について伺いた

いと思います。

職員採用に努力いただいているところです

が、人事委員会のほうでは、秋試験とか特別枠

という告知を出していらっしゃいます。

人事委員会委員長に、秋試験とか特別枠など

の意味、これまでとの違いなど、また、そのよ

うな試験の結果、採用状況の変化について伺い

たいと思います。

秋の時期に行う○人事委員長（佐藤健司君）

試験を秋試験と言っておりますが、この試験は

今年から実施しております。この試験では、春

試験で確保できなかった採用困難な技術系職種

や一般行政社会人を対象に実施しておりまし

て、採用予定数27人に対して、58人が受験して

おります。

また、民間企業等で広く採用されている試験

方式を導入した特別枠試験は、令和２年度から

実施しており、今年度は新たに、畜産、林業の

職種を加えたところです。

近年、職員採用試験全体の受験者数は減少傾

向にあり、特に技術系職種は、合格者が採用予

定数に達していない職種もあるなど、厳しい状

況が続いておりますが、人事委員会としまして

は、今後とも一層、試験制度の見直しや効果的

な情報発信を行うなど、一人でも多くの受験者

の確保に取り組んでまいります。

人事委員会委員長に続けて伺○岩切達哉議員

いたいと思います。

県職員の定年延長が始まりまして、退職した

上での賃金労働条件については、この間の制度

の変化で、賃金の差や労働条件の差があること

について、２月議会で委員長に問題意識を伺い

ました。答弁では、国の給与制度のアップデー

トを見守るということだったところでありま

す。

今年の2024人事院勧告では、指摘しました課

題について改善があったのか、御答弁をいただ

きたいと思います。

今年の国の人事○人事委員長（佐藤健司君）

院勧告では、給与制度のアップデート、いわゆ

る制度の見直しの中で、再任用職員の給与等の

勤務条件につきまして、これまで支給されてい

なかった住居手当や特地勤務手当などの、人事

異動の円滑化に資する手当を新たに支給するこ

ととされました。

県職員の60歳以降の働き方につきましては、

再任用職員、または会計年度任用職員として勤
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務するなど、様々な選択肢がございますが、任

用形態の違いにより、給与等の勤務条件に差が

生じていることを認識しております。

人事委員会としましては、今後とも、国や他

の都道府県の動向を注視し、給与制度の在り方

について研究してまいります。

60歳以降も働いていただくと○岩切達哉議員

いうことを前提に制度が変わってきた状況の中

で、いろいろ御苦労もおありだと理解はするん

ですけれども、人事委員会として、また任命権

者とも御議論いただきながら、特に働く者の間

で差を感じさせるようなことにならないように

御尽力いただきたいと思います。

さて、人事委員会勧告につきましては、知事

と職員団体との話合いもあって、条例改正案が

出されるというふうに承知しておりまして、内

容についても尊重する立場でございます。

国の人事院勧告に関連して、知事の認識をお

尋ねしたいと思います。

今年、人事院勧告で、市町村ごとの区分で定

めていた地域手当について、その支給率を都道

府県単位に定めることとしました。

この制度は、都市と地方の給与水準の違いを

反映するという理屈で、2006年から始まったも

ので、全国一律の賃金表を大幅に引き下げた上

で、それによって得た原資を地域手当とするも

のでありました。この手当の創設の結果、東

京23区は宮崎よりも２割高くなるなど、都市と

の格差を明確にし、地方の人材確保に影響が出

る結果となったと私は思うところであります。

多くの大学が都市に集中しており、卒業して

公務員となるにも、東京なら20％も賃金が高い

ことが約束され、都市に人材が集中するのは当

然の結果でありました。

導入される前年まではなかった制度でありま

した。当時、公務員人件費抑制の声を受けて、

しゃにむに導入されたと認識しています。

人材確保に努力する幾つもの自治体では、国

の制度以上にパーセンテージを上げて支給し、

人材確保競争に負けないようにしてきたという

状況もあって、今回、都道府県単位になったと

伺っているところであります。

このたび、若者の県内就職を促進する、たと

え県外で学んだとしても、宮崎に戻って就労し

てもらいたいという知事には、地域手当という

都市と地方の格差を固定化させる制度はなくし

ていくように、国に求める必要があると考える

ところであります。

国への働きかけを求めたいと思いますが、知

事の所見を伺いたいと思います。

この地域手当につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、平成18年４月から、東京都などの民間

賃金水準が高い地域に勤務する職員に対して支

給されている手当であります。

その創設の背景としましては、公務員の給与

に地域の民間賃金をより反映させるため、平

成17年の人事院勧告において、年功的な給与上

昇の抑制等が必要とされ、その具体的な方策の

一つとして、従来の俸給水準の引下げを行った

上で、民間賃金に応じて地域間調整を図る当該

手当の創設が必要とされたものであります。

本県におきましても、人事委員会から、民間

の給与状況等を調査の上、国と同様に給料表の

引下げや地域手当の導入などが勧告され、当

時、その勧告に準じた見直しを行ったところで

あります。

地方公務員の給与は、地方公務員法の情勢適

応等の原則により定めることが求められており

ますので、勧告を尊重した本県の給与制度は、

県民の理解を得られる適正な制度になっている
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ものと考えております。

東京でお勤めの方が、２割高○岩切達哉議員

いもの、２割の手当をもらっていて、もし地方

に、宮崎に異動されたら、３年間保障するとい

う流れになっています。３年もすれば、また東

京に戻られるので、要は、東京の官僚の皆さん

は、ずっとその高いものをいただけるという制

度だと私どもは思っております。

基本的に宮崎は地域手当はないわけですの

で、ベースとなる賃金のみ。それを見て、東京

の若者たちが、宮崎がいいか、東京がいいかと

いう選択をするとすれば、それなりの結論が出

てくる実態があるということを申し上げたい。

ぜひ、そのことについては、知事も問題意識を

持っていただきたい、そのように思うところで

あります。

次の問題です。

獣医師確保については、丸山議員から御指摘

がありました。獣医師は毎年、必要数を満たさ

ず、平成28年度がピークで、176人いた獣医師は

現在153人、23人の減であります。畜産を支える

体制がつくられていないばかりか、崩壊寸前と

いう状況で、畜産の生産力が向上しても出荷で

きなくなる状況は避けなければならないと思い

ます。

獣医師確保、畜産を支える体制づくりについ

て、農政水産部長に伺います。

獣医師につき○農政水産部長（殿所大明君）

ましては、学生の小動物分野への就職志向が強

く、全国的に公務員獣医師の確保が厳しい状況

にあります。

このため県では、インターンシップの受入

れ、ＰＲ動画の配信等による県職員獣医師の魅

力発信に加え、業務の効率化など職員が働きや

すい職場環境づくりを進めております。

また、今年度は、初任給調整手当の全国最高

額への引上げや、修学資金制度における高校生

等を対象とした地域枠の創設に加え、小中学生

などへのキャリア教育にも力を入れておりま

す。

また、国に対して、公務員獣医師の安定確保

に向けた取組の強化と支援を繰り返し要望して

いるところであり、今後とも、獣医系大学や学

生への働きかけを強化するなど、県職員獣医師

の確保に積極的に取り組んでまいります。

獣医師以外にも、各種産業を○岩切達哉議員

支える技術者の採用については、先ほど人事委

員会委員長の御答弁にもありましたけれども、

大変厳しい。知事には責任を持って対応いただ

きたい状況というふうに認識しております。

土木技師、畜産技師、農業土木技師、林業技

師など、獣医師同様に技術系職員が職員採用の

募集予定人員を満たしていない状況が続いてお

りますが、今後どのように確保していくのか、

対応について、知事の所見を伺いたいと思いま

す。

技術系職員につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、それぞれの専門性を生かし、危機事象等

発生時の対応や、主要産業である農林水産業を

はじめ、様々な産業の振興を図るため、重要な

役割を担っており、その人材の確保は、県政推

進の根幹に関わるものと考えております。

しかしながら、近年の職員採用試験におい

て、競争倍率が低下するとともに、一部の職種

では採用予定数が確保できないなど、大変厳し

い状況にあります。

このため、受験者確保に向け、人事委員会等

と連携し、試験制度の見直しや高校・大学での

説明会への参加、インターンシップの受入れな

ど、積極的な採用活動を展開しているところで
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あります。

また、職務に関連する公的資格の取得支援な

ど、職員の意欲と資質の向上につながる取組

や、テレワークや時差出勤など柔軟な働き方を

推進し、魅力ある職場をつくり、積極的に発信

していくことで、将来の県政を担う人材の確保

に努めてまいります。

悩ましい問題について御答弁○岩切達哉議員

いただいて、ありがとうございました。

言いにくい話ですけれども、例えば林業職や

農業職の皆さんがそこにいらっしゃってもいい

んじゃないかという思いを、県庁の中でも伺う

ことはございます。そういったトータル的な技

術系職員へのアプローチを、知事としても常々

お考えいただけたらありがたい、そのように思

うところであります。

先日、熊本県に行きまして、たまたまであり

ますが、えびの市に接するあさぎり町にある県

立高校の先生にお会いし、そこには農業土木科

があることから、宮崎県の公務員試験を検討い

ただくようにお願いしたところであります。そ

の高校からは、宮崎県庁に林業技師として何人

か就職しているというようなお話でありまし

た。県外にも目を向けて対策をお願いしたいと

思います。

次に、警察本部長に伺います。

闇バイトによる強盗事件多発の世情がありま

す。世間には不安が広がっていると認識してお

ります。闇バイトに応募する若者たちに、社会

の貧困という問題がのしかかっているとの報告

も見たところであります。

いずれにいたしましても、非正規雇用、多額

の学資という借金、孤独・孤立、順風でない生

きざま、その隙間に入り込む一度に稼げるよと

いう誘惑、本当に社会の分断、貧困の課題に取

り組む必要は大きくなっていますが、それはそ

れとして、まずは、このような闇バイトという

表現は変えてほしいということを本部長に伺い

たいのです。不法バイト、犯罪バイト、こうい

うふうに呼称を変えることが必要じゃないかと

思います。闇バイトという表現は、その有害性

を的確には表現していないと私は思うんです。

本部長には、警察庁などと協議して、より問題

の本質理解が進むよう、呼称の変更を求めてほ

しいと思います。

また、隣県熊本では実施するということです

が、直ちに県内大学・高校を訪問していただい

て、生徒に対する啓発に力を入れてもらいたい

と思いますが、取組についてお聞かせいただき

たいと思います。

警察では、いわ○警察本部長（平居秀一君）

ゆる闇バイトに応募すると、重大な犯罪に加担

させられ、取り返しのつかない結果を招くこと

を、防犯メールや地域安全情報等により広報啓

発しております。

特に、高校生や大学生に対しては、情報モラ

ル教室やサイバーセキュリティカレッジなど

で、闇バイトはアルバイトではなく犯罪行為で

あり、闇バイトへの応募をきっかけに、犯罪組

織から自身や家族への脅迫を受け、犯罪の実行

役として都合よく利用されている実態など、よ

り具体的な情報を発信しております。

また、私が県内の大学で講義を行う機会があ

りますので、その際、闇バイトに安易に応募す

ることのないように、強く注意喚起を行うこと

にしております。

いま一度、申し上げますが、○岩切達哉議員

隣の熊本県は、全高校に警察官が行って啓発を

行うということでありますし、今、本部長から

もありました、犯罪行為なんだと。ぜひ取組を
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いただきたいと思います。

次は、信号機に地名表記を求める質問でござ

います。

宮崎市内の交差点には交差点名の表示が少な

いという御意見を、バス運転を専門とされる方

からいただいたところであります。

宮崎市内の国道10号は、有名なのか分かりま

せんが、大工町交差点とか、また国道269号の起

点となっている宮崎病院西の交差点にも地名表

記はございません。また、事故多発で有名にな

りましたが、江平交差点にも地名表記はござい

ません。国道220号は、中村五差路と私どもは呼

んでいますけれども、そこにもございません。

県外に比べて少ないという意見は確かなように

思います。

観光宮崎という立場からも対策が必要ではな

いかと思いますが、県土整備部長に伺いたいと

思います。

交差点名標識○県土整備部長（桑畑正仁君）

などの案内標識は、安全で円滑な交通の確保は

もとより、道路利用者の利便性を向上させる上

で大変重要であります。

県管理道路の交差点名標識は、観光関係者な

どの意見を聞きながら、国が定めた設置基準に

基づいて、主要な交差点に設置しております。

さらに近年は、より分かりやすい案内となるよ

う、交差点の表示を観光地名称に変更すること

や、外国人旅行者向けに英語表記を追加するこ

とにも取り組んでおります。

県としましては、国スポ・障スポを見据え、

さらなる利便性向上を図るため、関係機関との

連携をより一層深め、全ての利用者に分かりや

すい案内標識の整備に努めてまいります。

最後の質問になります。○岩切達哉議員

時差式信号機について、十字路であるのに時

差式となっている場所では、信号青表示時間が

短い側で右折待ちの車両が、目の前の信号が赤

になって、交差点から脱出しようと慌てて発車

することがあります。対向車線も赤だと車の運

転手は思うものですが、時差式であることで対

向車は止まってはくれない。そういう危険なと

ころがございます。

このような状況もありますので、十字路での

時差式信号はやめて、右折信号を追加すること

が適当ではないかと思いますが、警察本部長の

所見を伺いたいと思います。

時差式信号につ○警察本部長（平居秀一君）

きましては、右折車線が確保できない交差点な

どにおいて、信号機に時差式信号と記載した表

示板を掲げる運用を行っております。

時差式信号の交差点につきましては、随時見

直しを行っており、右折車両が減少した交差点

においては、時差式の運用をやめておりますほ

か、新たに右折車線が確保できた交差点におい

ては、時差式の運用に変えて、右折矢印信号を

設置する事業を計画的に行っております。

信号に従って事故に遭うのは○岩切達哉議員

ばからしいと思いますので、ぜひ御検討いただ

きたいと思います。

以上で私の質問を全て終わります。ありがと

うございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○濵砂 守議長

した。

明日の本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時44分散会
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